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は じめ に

那覇港湾施 設 (那 覇軍港 )は、 昭和 49年 の第 15回 日米安全保 障協議委員会 に

お いて、 移設を条件 に全面返還 され ることが合意 されて今 日に至 って きたが、 平成
7年 5月 の 日米 合 同委員会では移設先が提示 され た。

また、返還軍用 地 の跡地利用促進 を 目的に、 返還後の地主有,償 な どを定 め た「 沖縄

県 における駐留覇用地 の返還 に伴 う特別措置に関す る法律J(軍 転法 )も 平成 7年
6月 に施行 され た。

この よ うな急激な社会状況の変化 に対応 し、 返還後、 円滑かつ合理 的な 土地利用 が

な されるために も、早急に跡地利用計画を策定す る必要がある。

これまで返還に備えての跡地利用計画は、那漸市と那 V/1軍 用地等地主会がそれぞ

れで検討 してきたが、今回、統一案づ くりを行 うために、那覇市 と那覇軍用・地等地

主会が費用負担を し、 (社 )対米請求権事業協会か らの助成金を受けて、調査を行

った ものである。

本調査は、平成 6年 度に那覇軍用地等地主会の委託を受けて那覇軍港跡地利用計

画調査を行 った (株 )イ ンタープランに引き続 き委託 し、検討委員会を設置 し、 各

専門分野の方 々か ら指導助言を受けて行 った。

ここに、委員長を始め各委員の方 々並びに多大なご協力を頂いた那覇軍用地等地主

会に対 し、厚 く御礼 申 し上げる次第である。

平成 8年 3月

那覇 市都 市計画部
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主早 計 画 の経緯 と検 討 作業

計画の経緯

那 朝 軍 港 跡 地 利 用 予|・ 匹iに 関 し、 Jlllりi市 は 平 成 2年 度 に跡 地 利 用 i:|ド町を策 定 し

この 中で 土 地 利 用 計 画 につ い て以 ドの 3案 を 提 案 して い る。

・ 白由貿 易 地 域 拡 充 型

・ リゾー トゲ ー ト形 成 型

。新 市街 地 形 成 型

更 に これ を 受 け て 平 成 4年 度 は その 3案 を I案 に絞 り込 む 作 業 を行 い、 ガb聘 I

港 湾施 設 (那 朝 軍 港 )跡 l也 利 用 計 lllll調 査 報 告 ;!::と して ま とめ て い る :

一 方、 那 弱i軍 用 地 等 地 :と 会 は 二F成 3句i度 ア ンケ ー ト調 査 を )1(本 に した地 ii会 独

自の 土地 利 用 言十画 案 を策 定 し、 平成 6年 度 に は その 案 を

'1(本

に刀卜けi市 案 と界 本

的 な事 項 につ い て の 調 整 を した Lで lr柴 木 本 烹|‖町の検 詞 を行 った。

ミF成 7年 に は い り、 米地 の 整埋 ・ 縮 小 の動 きが 高 ま って い くな か で、 出来 るだ

け早 サリ1に 統 一 した 跡 地 利 サ|〕 計 出iを 策 定 す る こ とが 望 ま しい とい うこ とが 刀いり子市、

地 主 会 の 間 で確 i認 され た。

そ の第 一 歩 と して 今 日まで に検 刊 され て き た 刀bり i ll∫ 案 。地 ii会 案 につ い て、 そ

の 基 本 的 な要 素 に つ い ての「 統 ‐案 Jを 策 定 す る ため、 今 年度 の 検 if寸 作 来 とな

った。

目的と進め方

那 期 軍港 地 区 は 沖 祁せ時t全 体 と して都 市 的 な ウ ォー ター フ ロ ン トの |チ‖発 が WJ能

で あ る、 限 られ た 地 区の 1つ とい って も過 言で は な い。 この 点 でガいりi ttf港 跡 地

利 用 の課 題 は ガト朝 司Jば か りでは な く、 沖 祁し県 に と って もⅢllめ て 11要 な 課 題 で あ

る。 い ま ま で 那 勤i市 、 地 主 会双 方 で独 向に 開 発 の ‖
J・ 能・Ⅲiを 検 詞 して き た が、 本

調 査 に お い て 初 め て 両 者 の 共 同作 業 と して この 課 題 を検 言1す る こ とに な った ,

も ちろん 立 場 、 机 点 は 異 な って い るが、 地 権 者 の 脇力 な く して も、 ま た 行 政 側

の 指 導 な く して も計l illliの ス ム ー ズ な展 開 は 不 可能 で あ る。 さ らに今 後 糾 統 す る

で あ ろ う低 成 長 の 経 済 状 況 下 で、 どの よ うに 開発 の ため の 民 1側 の 投 資 を 誘導 す

るか な ど今 後 検 討 す べ き問題 は 多 いが、 双 方 が 協力 して 本 市IWを 検 刊 す る とい

う合 意 の も と、 共 同 で検 詞れて業 を始 め る と い うこ との 意 義 は 大 き い .

本 調 査 は この よ うな諸 状 況 に 対 し対1西 iの 立場 を lll!解 した llで 、 どの よ うな

都 市 を倉Jる か |と い う 1出↓題 を よ り具 体 的 な机 点 で、 率 ドiな 議 ,i命 を 行 うこ とが H

的 で あ る。

本 調査 を進 め る に あ た っては、 検 討 委 員会 を 設 ドtし 、 地 権 者 の 意 見を 充 分反

映 で き る よ う、 地 主 会の 委 員 の 出席 を は か り、 隙I係 行 政機 関 で あ る沖邪し総 合 事

務 局、 沖 縄 県、 那 朝i市 か ら関係 課 の 出席 を 仰 ぎ、 さ らに守:i識 経 験 者 の 参 加 に よ

り専 門 的、 中 立 的 な助 言 を 図 る こ と と した。

-1-



Ⅲ 上位計画・

11上位計画

関連計画等の整理

2)

3)

4)

5)

6)

リゾー ト沖 率とマ ス ター プ ラ ン (平 成 元 年 3)J 沖邪と塘t)

'|‖
F珀 Ⅵ∫の リゾー ト圏 は、 粋 引Iの 方 |IJと して刀bり i、 浦 添、 h:」予湾 ・‖ を

“

II

率とリゾー トの ゲ ー トウ ェイ地 IXと し、 都 il∫ 4Jの 新 しい リゾー ト形 態 の創 出

に期 待 を 持 って い る と され て い る。

イ ンテ リジ ェ ン ト・ ア イ ラ ン ドお き な わ (沖 縄 県 高度 hf激 化 氷 木 tlFF想 )

(｀F角荒3 イIi 3 ,可   洲〕邪Lナ燕)

本 方tの 情 報 化 施 策 の 打F辻 力 |IJは 、 テ レポ ー ト11業 の 中 で 嚇t民 ノli活 にお け

る産 業 、 経 済 、 国 際化 に対応 したに1際 的情 報通 信 基 盤 の 粋 柿 を 図 る と され

て い る。

メ イ ンコ アベ ル トゾー ン整 引

`計

画 調査 (平 成 3年 3月  沖 邪L県 )

Jlllりi地 区 ガ イ ドプ ラ ンの 匹i‖J脇F海 湘;の ビ ジネ ス II∫ 開発 は 、 都 心 及 び ウ ォ

ー ター フ ロ ン トと しての港 湾 に 隣接 した 立地 特・‖:を 活 か し、 商 業 ・ 住 宅 ・

作i油 等 の 機 能 と被 今 させ た魅 力 的 な ビ ジ ネ ス拠 点 と しての IIチ け‖ん を 積 極 的

に 誘導 す る と され て い る .

沖縄 本 鳥 中南 部都 市四 J煤 本 41TF想 (平 成 4年 3月  沖邪L ttt)

中 I消 部地 域 の 都 市 パ ター ンの 設 定 は、 Jlll朝 の m∫ |1丁 機 能 集 積 に 対 処 し、

「 ガト朝i軍 港 |「 7111 tti空 港施 設 」を 中心 に 積極 的 な ほ川 を進 め る と し、 刃卜りi

の 中枢機 能 を 拡 充 し ll地 利 用 の 高度 化 とすIJ辺 市街 地 の拡 大 を は か り、 大 ガト

朝 都 市 四 の 形 成 を 図 る と され て い る。

第 3次 沖 率と振 興 開発 計 lllli(平 成 4年 9)J 沖縄 開発 庁 )

県土 利 用 の 米 本 方 向 にお い て、 米 軍施 設 ・ 区域 の 整 J!縮 小 と跡 地 の有 効

利 用 は、 生 活 映 境 や都 市恭 盤 の 整 備 、 産 業 の 振 興、 卜1然 哄 境 の 保 全 等 に資

す るよ う、 地 元 の跡 地 利 用 に 関す る計 画「を 尊 重 しつ つ 、 そ の 有 効 利 月1を 図

るた め の 諸 施 策 を 打に進 す る と され て い る←

国際 都 市 形 成 整 備 柑 想 調介 (Ⅱ )(平 成 6イ li 3月  沖縄 舛t)

国 際 都 市形 成 に向 け ての 主要 機 能 を そ れ ぞ れ の 地 域 の特 徴 や 既 存 計 山「の

推 合性 等 を 考 慮 しな が ら各拠 点 に 配 冊 す る こ と と し、 その 中 で 開 発 区域用

辺 は ガト朝 射1頭 、 浦 添 埓1頭 、 牧 港 れけ給 地 IX等 を 国 際 物 流 拠 点 と して整 備 し、

I「 TZや 、 FAZ等 と商業施 設 や 生産 施 設 との 複 合化 を棋 索 す る と され て

い る。
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21 関連計画

1)那 覇軍港跡地利用基本 計画調査 (昭和 58年 3月  那覇市港湾部 )

軍港跡地の利用計画 は、 A案 (文 化、 レク リエー シ ョン型 )、 B案 (既

成市街地拡大 型 )、 C案 (国 際性特化 型 )の 3案 を提案 し検 討 され て い る。

2)第 2次那覇市総合計画 (昭 和 63年  JJll tti市 企 画部 )

返還 された軍用地 は、 跡地利用 計画策 定の もとに公共 。公益施 設用地、

良好な宅地等の確保 をはか る もの とす るとされ てい る。

3)那 覇市那覇臨港地 区計画 (昭 和 63年 3月  那覇市都 市計画部 )

那覇臨港地 区は、 地 区整備の課題の ま とめの 中にお いてにぎわいの あ る

商業・ 業務機 能 と都心 型住 宅機能を複合 的に有 したゲー トタ ウンを形成 し、

ウ ォー ターフ ロン ト空間 をよ り魅力 あら、れ た もの に してい くべ きで あ ると

され ている。

4)那 覇港湾施設 (那覇軍港 )の 跡地利用基本計画調査 (平 成 3年 3月  那硼

市港湾部 )

軍港跡地の利用 計画 は、 A案 (自 由貿易地 域拡 充型 ) B案 (リ ゾー ト

ゲー ト形成型 ) C案 (新 市街地形成型 )の 3つ の跡地利用整備方針 を提

案 し検 討 され てい る。

さ らに平成 5年 に、 3案 を 1案 に絞 り込む作 業 を行 い、「 那覇港 湾施 設

(那 覇軍港 )跡地利用 計画」 と して策定 され てい る。

5)「 沖縄 におけ る長期港 湾整備構想」 フ ォローア ップ (平 成 3年 6月  沖器ヒ

総合事務局 )

那覇軍港跡地、 浦 添ム、頭地 区を含めた刀b覇 港 の 国際 貿易機 能の整 備 は、

臨空海型の立地特性 を活か したフ リー ゾー ンの拡 充整備 と新 たな展 開の検

討 を行 うとされ てい る。

6)那 覇空港 ター ミナル地 域整備計画  (沖 縄 県 )

計画策定の 目的は、「 今後増大す る航 空需要 に対応 で きるよ う空港機 能

の拡 充を図 る」 と し、 平成 4年 度 に新 ター ミナル地 域 の整術 に着 手 し、 平

成 10年 度 の供用 開始 が 見込 まれてい る。

7)沖 縄都市 モノ レール事業 (沖 縄 県 )

本事業 は、 那覇市 内におけ るさま ざまな交通 問題 の緩 和 を図 るこ とを 目

的 と した もの であ る。 沖縄 開発庁 は、 平成 8年 度 の概算 要求 におい て、 モ

ノ レール事業 費を計上す るな ど平成 15年 の開業 に向 けて準備 を進 め て い る。
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那期港長期整備構想策定調査 (平成 51i3月  那朋市港湾部 )

"卜

期軍港地 区の整備粧想は、 既存の 1ド TZと の連携か ら業務、 レク リエ

ーション機能を西側、蹴苦への対応や既存可J街 地 との コ ミュニテ ィ等の点
か ら住居機能を束側 に配憎するとされている。

沖制 県貿易振興マスタープラ ン (平 成 6年 10月  沖おL県 )

自由貿易地域那研地 区は、今後の活性化策 と して、人居企業の事業拡大、

新親企 業の導入等 を図 るため規模拡大が必要であると し、現那覇地 区背後

海域の埋立、束側に隣接する国有地、西側に隣接す る民有地を中心 と した

地域への施設の拡大展開について検討を逃めると している。

3]その他

上地 面積 につ いて

開発区城の 全体 山F積 、「』有地 hi積 につ いて これ まで行 われて きた検 討作

業では以 ドの数値が用 い られ ている。

8)

9)

平成 4 fii度

平成 2年 度

ガト朝 i「

地 上会

※ ・判
`地

積 が確定 して

711i3)J31卜 I小 l° )

用 い ることと したと

全体 山i積

約 53ha

576,029。 99m'

那期 防衛施 設用資料 よ り

( 平成 2年 2月  )

いないため本検討作 業で

の 企休 hi積 5S.8ha

固有地 の面積

約 19 7ha

212,765.30m2

那覇防衛施設局資料よ

( 平成 2年 2月  )

は州;期 防衛施 設局資料
。固有地 面積 21,7

:|

|

・・．
―

側

理
く

　

ｈ
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Ⅳ 全体検討作業0概要

■
■

2)

3)

4)

5)

6)

7)

開発 コ ンセプ トの検 討 を行 う。

那覇市案・ 地主会案 のす りあわせを行 うための第 ・段 階 と して IL位 計

画・ 関連 計画」「 那覇市案・ 地主会案の比較 」 1新 たな拠 点 Jの それ ぞれ

の方 向か ら開発 コ ンセプ トの検 討を行 う。

ゾーエ ングについての検討を行 う。

那覇市案 。地主会案の 2案 の ゾーニ ングについての比較を行い、統 ・案

と しての ゾーエ ングを提案す るため、各 ゾー ンの必要肌棋、地糀者の要 望

等、 10項 目の決定要素か らゾーニ ングの検討を行 う。

施設整備の検討を行 う。

駐車場や親水空間の規模・ 配置について検「剖・しなが ら、 ゾー ンごとに施

設計画 コンセプ トを検討す る。

事業構造の検討を行 う。

事業構造の基本的な要素 (土 地所有 。施設の運営)に つ いて公共・ 民 1側

・ 第 3セ クターのいずれが主体 となるかをゾー ンごとに検 討を行 う。

全体の事業規模を算 出す る。

詳細計画が されているわけではないため、可I業 費の第 出は不 :げ 能である

が、事業規模は検討作業の全てにわたって影響を及ぼす ため、 この段階で

大枠 をとらえる必要がある。

整備手法の検討を行 う。

都市計画、港湾関係 の各種整備事業の導入について検 討を行 う。 1全 体

計画作成」「 基盤整備事業」 「施設整備事業 | 1蝶 境整備事業 Iの 4つ の

視点か ら整備手法についての検 言J・ を行 う。

今後の課題 についての検討を行 う。

今後、那覇市と地主会が積極 的に本計Wを 打に進す るためにどのよ うな活

動 をどのよ うに進めればよいか、 またどのよ うな組1紬 で行えばよいかなど、

今後の取 り組み方を検 討、提案す る。

さらに長期的、短期的な観点で全体のマスタースケ ジュールを作成す る。
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V 検討作業フロー

上位関連計画の整理 那覇市案・ 地 主会案
の比較 新 た な視 点

けH発 コ ン セ プ ト の 検 討

施 設 整 備 計 画

全 体 可T業 ォ‖ 造 の 検 討

事 業 規 模 の 算 出

整 備 手 法 の 検 討

全 体 配 世 計 画 案 作 成

開発の手順
開発整備 までのスケ ジュール
今後の課題
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第 1章  土地利用計画
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・

1)都 市機 能 と しての検 討

ガb朝 市、 地 ■会案 の

'1(本

に な って い る け‖た コ ンセ プ トは、 ｀r成 2イ li皮 に

策 定 され た 刀卜りir柏 の跡 地 利 用 計 山「で あ る  この 中 で れ∫|IJ機 能 と して の 位 lrt

付 けは、 以 ドの よ うに ま とめ られ て い る

広 域 的 な沿 岸 開 発 利 用 が 辻 む とガトリil柏 の拠 点 ‖ が ・″1高 ま る こ とが 予測 され

よ り高度 な 中枢 機 能 を 計 山「的 に導 入 Nじ 世 で き る伏 れ

'地

と して 11:港 跡 地 の ポ テ ン

シ ャル は 高 いて,

0)高 度 な 土地 利 用 へ の 転換 が 辻む川 辺 |「 街 地 の 粋 柿 動 向 と結 合 した、 J望 lrな

新 市街 地 形 成へ の 期 待 $

② 沖和しlJLi海 岸 道 路 、 漫 湖 バ イパ ス牲 研iな ど新 しい |↑ 線 道路 til山 iと の結 飾 ソー

ンと して、 広 域 拠 点機 能 の 分担 .

③ 親水 性 の 高 い水 辺 空 1川 の 創 出を もとめ る IIJ民 ニ ー ズヘ の 対応生

咆)フ リー トレー ドゾー ンの施 設 お よび機 能 の 拡 大展 開の 受 人 れ r

⑤ 刃卜朝 臨 港 地 区 計 画「の 中で は、 ナ:J辺 都心 席|キi:地 区 の II∫
′liと ウ ォー ター フ ロ ン

トレク リエ ー シ ョ ンソ
｀
一 ンの創 出の位 世づ け年

⑥ 県 リゾー トマ ス ター プ ラ ンの メイ ンコア機 能 の 分Jl.

さ らに、 1呵 際 狩|`市 形 成準 備 1博 思 (｀r成 6イ li 3月  )|1祁しりit)で は II‖ 1祭 物 流

拠 点 の ・削∫と して位 ド|づ け られ、 以 ドの よ うに 記 され て い る

以 上の位 経iづ けか ら各 ゾー ンの力 lrJを 検 ti寸 す る

|コ 際物 流 拠 点 (那 期I港 |ヨ 際物 流 都 i「 ):水 I“ ・ 束 ア ジア 経 済 交流 の 中心 地

活 性 化 す る共 南 ア ジア及 び 束 ア ジアの物 流 拠 点 の 。つ とな るよ うに II寸 際 物 流

拠 点 整 備 を行 う。 Jlll朝 港 や浦 添 射1頭 、 その 後 背 地 で あ る牧 港 れ,給
'1(地

争 を 準 引i

し国 際物 流 拠 点 とす る。

ま た、 自由貿 易 地 域 等 を有 機 的 に推 引Iし て、 男こI河 ア ジア と束 ア ジア を結 ぶ物

流 の 中継 基 地 と して、 シ ンガ ポ ール や 合港 を Hl旨 す : ま た、 ドT%や ド Aχ 等

と商 業施 設 や 生産 施 設 との 被 合化 を快 索 す る .

導 人 機 能 力位 〕設 イ メ ー

C)物 流機 能
②産業振 興機 能

Jiた 機 能

港 湾施 設、 白山貿 易地 域 等

国 際 貿 易 セ ンター、 1呵 際 展 /Jh場 、 ワー ル

マ ー ケ ッ トセ ンター 竹:

各 ⅢL尚 業施 i投 、 アli産 施 ::覚
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能
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ま

商
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製

ヽ

の

ン
　

に
辿
　

場

山来、及 び沖1住
レク リエー シ ョ

と居‖i空 1側 の ‖打
クシー等眸「i交

ドを 大規棋脱 中

市

`げ

ばの水 域 に つ い て は、 ら、頭 奥 は 肺穏性 が 高 い こ とか らマ リー ナや 海 ll交 通
ター ミナル に利 用 し、 ら、頭岸 l笠 は、 川 辺 海 域 の 遊 覧 クル  ズ等 を 行 う |,000～
2,000GI T規 模 ま で の ね1光 クル ー ズ船 の桟 橋 とす る.水 際線 は 親水 プ ロノ、ナ ー ド
と して利用 す る。

御I物 城、 ,工 良座 森 城 は歴 史 的 な港 湾 資 坊tと して I】J rli整 備 し、 興武 山、 漫 湖 公
園 とを 親水 プ ロム ナ ー ドで結 ぶΦ

2)港 湾機 能 と しての検 劇

ガb朝 港 長期整備構想 (｀r成 5年 3月  刀卜妙i市 港湾Ⅵ;)に よれば、以 ドの

よ うに記 され ている.

とあ り、 ガb朝 市案の ゾーエ ングとほぼ一 致 している。

3)JJll朝 新 都 心 地 区 との役 制 分担

現 在 開発 中 であ るガト弔itt m∫ 心 地 IXと 木 地 区 とは いず れ も既 存 市街 地 に 隣

l災 す る 大規 棋 な 開 発 であ るため、 その ・部 分の機 能 は 分型1す る必 要 が あ る

と思 わ れ る。

ガbり,新 細∫心 地 区の 開発 の 方全「は以 ドの 通 りで あ る。

0新 しい れ;心 機 能 の 受 け ‖比

② 総 合 公 園 の 整 備

(a)ィ il:′と、 rtナ也の ,(ネ合

・方本ナ也区 は、

(〕 ,クk港 、 港 湾 に 関連 づ け た交流 拠 古

(″,ウ ォー タ ー フ ロ ン トに よ る レク リエ ー シ ョ ン空 間 の 提 供

(0,空 港 か ら 市街 地 へ の ゲ ー ト性

とい った 言葉 で 表 され るよ うに、 そ の け‖発 の 基 本 力全「は よ り集 客 性 が 高

い施 設 が イ メ ー ジ され て い る↑

この よ うな 点 に つ い て総 合的 に比 較 検 f寸 し、 供給 奸と、 形 態 等 に つ い て検

言寸
・
す る .
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比
　
　
Ｉ

士
蚕
　
　
＞
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2.

1

表 1 基本コンセプ トの比較

那覇市案 (平成 4年度)の検討概要 地主会案 (平成 3年度)の検討概要

1 新業務地区の形成。

国際交流拠点の形成。

ウォーターフロン トの唯―の都心空

間として国際性、交易性、文化性、

先端性に富んだ新拠点。

2 ・歴史ポー トイメージの充実。 ・歴史性、自然空間を生か した地域の

シンボル、那覇市のゲー ト空間の創

造。

3 リゾー トゲー トの形成。

アメニティ居住空間の形成。

リゾー ト空間にあお、れる居住性、宿

泊、交流機能の確保。

4 ウォーターフロン トレク リエーショ

ンの形成。

市民海洋性 レクリエーションの形成。

市民のオアシスとなる潤いの空間づ

くり、活力を生み出すふれあいの場

づ くりの展開。

5 。フリー トレー ドゾーンの活用と活性

化 。

フリー トレー ドゾーンは現状近くに

とどめ、大きく拡張はしない。

6 ・漁港区域の確保。
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地主会 :「 国際性、交易性、 文化性、 先端性 に宮んだ新拠 点」
那朝市 :「 新業務地 区、 |コ 際交流拠 点」

2)共 通点

( 1 )

表

業務地 区は沖率ヒ県の県都那覇市 と して、 業務地 区の需要増加 に と もな

う良好な市街地整備の必要性 か ら、 商業業務 ゾー ンの提案 が され てい る。

また那勤i新 都心地 区の 開発 も同様 に 18haの 商業業務地 区が計画 され、 JJl

在施行 中であ る。 開発の時期 は異な るが、 那覇I市 内に大規模 な業務地 区

が供給 され ることにな り、 那覇新都心地 区と本地 区の業務地 区 と しての

役割分担 を明確に してお く必要 があ る。

刃卜期新 都心 地 区 と木 地 区の 業 務 の 比 較

那 朝 新 都 心 地 区の業 務 地 区 は 国、 県、 市 を は じめ、 さ ま ざ ま な 民 間企 業

が 一 体 化 す る エ リア を 設 け る な ど、 公 共 と民 間の利 用 を 前 提 と した 計 画 に

な って い る。 刃b覇 市街 地 との 交 通 ア クセ スは 恵 まれ、 刀卜聯i市 の 新 都 心 と し

て 充 分 な ポ テ ン シ ャル が あ る。

一 方本 地 区 の地 域特 性 と して は、 ウ ォー ター フ ロ ン ト、 空 港 及 び 大 規 模

公 口 に 隣 接 して い るが、 交 通 ア クセ ス は 現 在 の と ころ 国 道 332号 1本 に頼

った状 態 で あ り、 何 らか の 和,強 が 必 要 で あ る。

この よ うな 条 件 での 本 地 区 の 業 務 地 区 の 位 置づ け は以 下 の よ うに 考 え ら

れ る。

① 刀卜紛i市 の 業 務 需要 拡 大 の 一 部 負 担 と い う考 え 方 よ り も、 開 発 区 域 内 に

新 た に生 み 出 され る事 業 の 関連 (貿 易 閲逆 、 コ ンベ ン シ ョ ン関連 等 )。

②オフィス周辺映境を整備することによって新たな業務需要を冷Jり 出す。

那 覇新 都 心 地 区   1 本 地 区 (刃 b助i軍 港 地 区 )

全体   214ha   l 全体   56.8ha
規    模

商業業務  18ha   l 商業業務 14.6ha
(数 字 は 平 成 4年 度 の

7111 tti市 案 よ り )

国道 58号 、 国 道 330号 1口 道 332号
交通 ア クセス性 1第 2哄 状線

モ ノ レー ル 整 備

市街 地 隣接 ウォー ター フ ロ ン ト

空港隣接
環    境
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以 上 よ り建 物 の周 辺 に 充 分 な緑 地 を 確 保 す るな ど、 哄 境 整 引Iに Hじ 慮 した

計 画 が 必 要 で あ る。 さ らに業 務 地 区 の 需 要 を左 右す る要 素 と して ll地 の 価

格 が あ るが、 これ らの 点 につ い て 公 共 と民 1門 との lryJ力 体 1刊 が 重 要 で あ る。

つ ま り土地 の原価が比較的高 いの で、 充分な映境整備 を民 間デベ ロ ッパー

側 で行 うことは、 さらに土地 の価格 の上昇につなが り、 競争 力 を減 少 させ

ることにつ なが る。

よ って公共 セ クターによ る環境整備 の 脇力が不 :可
・
欠であ る。

(2)

現 在 開発 区域 内 ま たは周 辺 に史 跡 、 文化 財 が 多 くみ られ るが、 特 に注

目 した い の は御 物 城 と屋 良座 森 城 で あ る。 この 2つ の 選 跡 は 復 元 す る こ

とに よ って特 徴 あ る公 国 に 再 整 備 し、 開発 地 区の シ ンボ ル とす る こ とを

提 案 す る。 しか し単 に復 元 す るだ け で は な く、 その 選 跡 を 中心 と して 市

民 や観 光 客 が 直 接 利 用 で き る施 設 を 整 ,Iす る こ とに よ り、 さ らに魅 力 あ

る公 園 にす る こ とが で き る。

例 え ば 屋 良座 森城 は歴 史 的 な 舟 を モ チ ー フに した レス トラ ンや、 御 物

城 は歴 史 的 な磁 器 や 陶器 を 納 め た 博物 館 にす るな ど、 市 民 や 紐t光 客 が 気

軽 に利 用 で き る施 設 に整 備 す る事 が 必 要 で あ る。

(3)

地主会
那覇市

「 那覇市のゲー

「 リゾー トゲー
Ｊ
成

問
形

空

の

ト
ト

リ

ア

Ｆ

Ｆ

会
市

主
覇

地
那

空港 か ら市街地へ いた る間、 最 もゲー ト性 を意識す る点 は、 言1画 地 の

人 口部分 と山下交差点部分 か ら明治橋 の間 と考え られ る。

前者 は各入 日部分のデザ イ ンが特 に重要 と考え られ る。 ま た後者 は御

物 城 を 中心 に シンボル的な修 景デザ イ ンが必要 であ る。 タ ワー もその 中

の 1つ の方法 であ ると思 われ るが航 空 法の空域制限か ら45mの ドJさ 制‖t

があ るため、 む しろラ ン ドスケープ的 な手法が効果的で あ る と考 え られ

る。

ゾー ト空間 にあお、れ る居住‖:|

メニテ ィ居住 空間」

地 権 者 の ニ ー ズか ら生 ま れ た住 居 ゾー ンは、 都 市的 土 地 利 用 か ら集 合

住 宅 が 前 提 とな り、 階 数 は 空 域 制 限 か ら 13階 枯!度 の 高 さに な る。 さ らに

土地 利 用 規 鮨1か ら計 lllll地 の 束 側 に 配 置 され、 市場 的 視 点 か ら考 え る と、

既 存 市街 地 に な い ゆ った り した オ ー プ ンスペ ー ス とマ リー ナ を 望 め る位

置 に 配 置 す べ き で あ る。

地 主会 :「 歴史性、 自然空間を生か した地域の シンボル J

那朝市 :「 歴史 ポー トイメー ジの充実 J
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地主会 :「 市民のオア シスとなる測いの空間づ くり、活力を生み 出す
ム、れあいの場づ くり」

那覇市 :「 ウォーターフロン トレタ リエー ション、市民海洋性 レク リ
エー ション」

海洋性 レク リエー ションとい うと、 これまでは海水浴、釣 りな どが一

般的な ものであ ったが、近年では ヨッ トやボー トまたは豪華客船 な どが

欧米並に楽 しまれる環境にな ってきた。 もちろんそれ らの施設は本計画

で も整備す る事 になるが、最 も必要な ことは水辺を散歩 した り、 サ ンセ

ッ トを楽 しむことができる空間をつ くることである。 それは、人 々は 自

然の水 面 と良好な景色に大きな魅力 を感 じ、 その空間はやす らぎを感 じ

ることができる「 都会のオア シス」にな り得 る。

ウォーターフロン トの開発の方針 と して以下の点を提案す る。

①御物城を中心に したマ リーナと一体 にな ったオープ ンスペースを整備

す る。

②屋良座 森城を中心に人エ ビーチと一体とな ったオープ ンスペースを整

備す る。

③ 中央部に、旅客ター ミナルを中心 と したオープ ンスペースを整備す る。

④ 3つ のオ ープ ンスペースの存在 を国道側 まで引き出 し、 さらにそのオ

ープ ンスペースをつな ぐかたちで遊歩道を整備す る。

⑤奥武 山公園 とよ り強 く結びつけるため、ペデス トリア ンデ ッキ等を設

ける。
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3)相 進 点

(1)親水 空 間

開発 区域 は 那 朝 港 に約 3 kⅢの 民 さで 1菱 して お り、 親水
′
‖iと して の 条 件

は 恵 まれ て い る。 港 湾 区域 の水 域 の ,IF川 につ い て は、 近 年の i∴:要 の 多 様

化 に対 応 して その 規 制 が緩 和 され て い るぐ しか しな が ら、 水 城 が 港 湾 IX

域 で あ り、 水 際 の 区 域 の ・判∫が 晰i港 地 IXと な る こ と も考え られ る 構 造

に水 T可 と陸 城 は 現 状 の 約 2mの 市
・
1低

'卜

が莉11子 され 、 人 1側 が IIII I菱 水 に 殉Jtれ

る機 会 は 少 な い。 ・方、 開発 区域 の 1地 利 用 ll、 利 用 缶に よ り 多 くの 感

動 や やす らぎを 与え る こ とが 課 題 で あ る た め、 よ り親 水 141の 高 い ク
HI出Jを

整 備 す る こ とが 必 要 であ る。

ま た、 そ の 親水 空 1用 は、 謝;市 防災 と い う Ihiで もlrま しい .

①那覇i市 と地主会の利1遵 点

地 主 会 が 親水 クH問 を必 要 とす る JI!山 は、 以 ドの 考え 力か らで あ る

a)開 発 区域の 企休 が単 調にな らないよ う、 変化 を
'チ

え るための
「

段 と し

て水 の演 出を考 え る。

b)利 用者のやす らぎの空 1門 と して親水 空 1門 を考え る。

c)亜 熱帯 型の ウォー ターフ ロン トの演 出 と して考え る。

d)域 内での移動の 手段 と して考え る。

そ れ に 対 しJlll tti市 は、

a)事 業 的 資 金 の 裏 付 け が な けれ ば 計 山iを 辻 め る こ とが む ず か しい ,

b)維 持 管 J!に 必 要 とす る費用 を 考 え る と lT来 的 にむ ず か しいの で は な い

か ?

c)土 地 利 用 と地 区 を 分 断 して しま う。

以 上の点 か ら、 さ らに検 ,刊 が必要 と され てい る

②検 討 内容

今 までの地 主会で老え られ た親水 生 1門 と しては、 水際の プ ロ′、ナ

ー ド」の ほか に 「水路 lと 十人 Lビ ーチ |が あ るが、今 IIII検 !刊 され た

結 果は、 以 ドの とお りであ る。
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<水 路 の タイプ >

水路 につ いては、 基本 的 に以 下の 3つ の形態で考 え る。

1.運 河型

修景型よ りは規模 が大 き く、 ボー ト等の利 用が可能 であ る。

2.修 景型

せせ らぎ型 と比べ、 規模 は大 きいが主 と して修景 に変化 を加 え ること

を 目的 と した もの であ る。

3。 せせ らぎ型

親水性 は高 いが、 小規模 な水路 であ る。

<人 エ ビーチの タイプ >

人エ ビーチは、 集客力 でその効果が期待 され以 下のよ うに位置づ け られ る。

1.市 民の レク リエー シ ョン施 設

2.観 光客 の立 ち寄 り施 設

3.亜 熱帯 型 ウ ォー ター フ ロン ト開発の修 景 と して

4.都 市型 リゾー ト施 設の付帯施 設

a)利 用客の対象

対象 と して以下の 2つ が考え られる。

1.都 市型 リゾー トの付帯施設と して、 限 られた範囲の利用客を対象

とす る。

2.市 民、 一般 Fin光 客、 その他全ての利用客を対象 とす る。

b)形 態

人エ ビニチの形態は、 開放型、 閉鎖型の 2つ のタイプに大別でき

る。 前者は、 いわゆる海 との仕切 りがな く海水 をそのまま取 り入れ

た ビーチであ り、例 と しては、波の上 ビーチや、 北谷サ ンセ ッ トビ

ーチがあげ られ る。 一方、後者は海 とは直接つなが ってお らず、 修

景的な点で特徴あるタイプであ り、 海水 を利用す る場合 と、上水 を

利用す る場合がある。 サ ウスバ ンタ (オ ース トラ リア ブ リスベ ン)

や、 タイフー ンラグー ン (ア メ リカ フ ロ リダ)な どが例 と してあ

げ られ る。
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③検討の方向

整備手法の可能性がない計画を提案す ることは実現性 とい う点で問

題であるが、 また計画の初期か ら堅実な方向のみで検討を進めること

は、施設の魅力 とい う意味でお もしろみのない計画に陥 って しま う場

合がある。本地区の開発については、那覇市 と地主会の 2つ の案を統
一 して 1つ の案に してい く作業であ ること、集客を前提 とした計画 を

目指す ことを考慮 し、可能性があるものについては さらに情報を集 め

検討す るとい う方向で進める。

具体的な方向と しては、

a)「 運河型」の場合は、大型の水路 と しての計画 とな り、その使用 さ

れる土地が、平均滅歩率以上の減歩が必要 とな り土地所有者にとっ

て負担が大きい。

「 せせ らぎ型」は、小規模であ り集客 とい う点で効果が とぼ しい。

従 って、「 修景型」の水路 と して、形態、規模、各種整備事業、土

地の生み出 し方等について も検討す る。

b)人エ ビーチは閉鎖型、 開放型両面で事業規模、各種整備事業の可能

性、 さらに維持管理、運営の基本的な方法について総合的に検討す

る。
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(2)FTZと 隣接す るゾー ンについて

①相違点について

地主会は、 FTZと 隣接す るゾー ンについて、

フ リー トレー ドゾーンは現状近 くにとどめ、大き く拡張は しない

と し、 既存 FTZと 関連づ けたゾーニ ングの考 え方 につ いては賛成

できない と した。

その理 由につ いては、現在 の FTZが 充分 に活用 され てな く、 将来

的にその 関連 ゾー ンと して考 え ることはできな い点 であ る。

さらに臨空港 型の シ ョッピングセ ンターをメイ ンと した「 商業・業務

ゾー ン」 を計画 し、 逆 に FTZの あ り方 につ いて提案す るとい った考

え方 とな ってい る。

一方、那 覇市は、

フ リー トレー ドゾー ンと連 携 す る地 区 を計 画地 西 側 に配 置 す る

と し、 業務 ゾー ンを配置 している。 そ して FTZは 現存す る施設 と

して考慮 した ゾーニ ングを計画 している。

ま た、 県 は、

物 流 中継加工拠点の形成

と し、 FTZの 活性化 の方策 の 1つ と して空港側 へ の拡大 を考 えてい

る。

現在 FTZの 見直 しを検討 してい るが、 全体 と しては「 国際都市形

成整備構想 」の 中で検 討 され ているよ うに、 10の 機 能の 中で「 観光支

援機 能」 と同様 に「物 流、 中継 貿易機能」の整備 が うたわれて い る。
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②地主会突、那りi llJ案 の ゾーニ ンク

図 1-I I 地 主 会 案 、 ガbり子市案 ソー ニ ング図

q瘍雰 蕉 テ

全 天 候 型 公 園 ゾー ン

フ リー ト レー ドゾ ー ン 国 際 交 流 ゾ ー ン

総 合 (商 業 、 業 務 )プ ー ン

国 際 交 流 ゾ ー ン

霰
∃
諜

ヒ ス ト リー バ ー ク ゾ ー ン

流 通 加 エ ゾ ー ン

国 際 交 流 ゾ ー ン

⌒
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③統一案づ くりと しての考え方

ここで地主会 と市の基本的な考え方について確認すると、

a)共 通点

FTZそ の もののゾー ンの東側への拡大は考えない。

b)相 違点

地主会 :FTZを 無視 したかたちで、独 自にそのゾー ンにつ いて検

討す る。

那覇市 :FTZの 機能 と関連づけたゾーエ ングを検討す る。

しか し、 FTZは 現在効果的に活用 されていない点は確かであ り、

見直 しがな され活性化 された時点で初めて「連携」 とい う概念が うま

れて くる。

しか し、現在の FTZの 活性化策の 1つ と して「観光 シ ョッピング

型」に移行す る点 も検討 されてお り、 この考え方には地主会が提案す

る「 臨空港型の ショッピングセ ンター」 と共通 している点が多 い。

その場合、地主会 と那覇市の考え方が全 く相反 しているとい うことで

はな く、 む しろ充分調整可能な範囲 と して考えられる。

″′～′″ 声́ ″́′″′―′～′一夢″́～″″ 一́″″′・‐́菊
冬

この点か ら考えると、 ゾーエ ングと しての議論 も必要であるが、施

設整備計画 レベルの議論 と して取扱 う必要がある。

今後の検 討作業の方向と しては、以下基本方針に基づき検討作業 をす

すめる。

1.自 由貿易地域那覇地区の東側への拡大は考えない。

2.既存 FTZの 扱われ方に関わ らず、 商業、業務系の土地利用 で検討

す る。

3.FTZの 機能、 内容が国際交流、商業、観光等の面か ら見て、

化する見通 しが確認 された時点で、 それ との連携 も検討す る。

活性
、
ミ
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(3)漁 港

①相違点について

　々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

″予
１

１ヽ

Ｈヽ

１ヽ
ヽヽ

ヽヽ

常ヽ

１ヽ

１ヽ

Ｈヽ
ヽヽ

Ｈヽ

１ヽ
ヽヽ

…ヽ

１ヽ

キヽ
ヽ々

１ヽ

１ヽ
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１ヽ

１ヽ
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＞，

地主会側 の考え方 と しては、

漁港 区域の設定には否定的であ り、 マ リーナと しての整備 を検 討 して

いる。

一 方、 那 覇 市 は、

区 画整 理 事 業及 び 国 道 改 良事 業 に よ って 移 転 を余 儀 な くされ た 漁 港 の

権 利 を本 地 区の 一 部 に 移 設 す る こ とを うた った「 蓋 川 漁港 の 移 転 に 関

す る覚 書 」 を那 覇 市 沿岸 漁 協 及 び那 覇 地 区漁 協 と交 わ して い る。

②今後の検討方法

那覇市、地 主会の御物城周辺の開発の方針 と して「 マ リー ナ施 設」

を中心 に した開発の方向で一致 してい る。 しか し、那覇市は全体 の行

政の責任者 と して漁港 区域の設定の問題 は、解 決 しなければ な らない

重要な問題 であ る。

つ ま り、 ポイ ン トは相反す る 2つ の方向を一致 させ ることでは な く

む しろ計画 と しては一致 してい る問題 を ど う実行段階 に移行 させ るか

とい う点であ る。

この点につ いて以 下の方向で検 討す る。

a)計 画の面 では マ リー ナを 中心 に した施 設構 成 と し、 それ と共存す る

かた ちで、 漁港 と しての機 能 を配置 し、 さ らに レス トラ ンや商業施

設等の整備 を考 え る。

b)漁 港 区域 の設定 とい う行政上の手続 きにつ いては、 各行政機 関 で調

整検 討す る。

-19-



るあでり通の下以は画計通交の辺周港軍覇那る

卦
酬

　
　
　
　
　
　
　
い

込
釈

　
　
　
　
　
　
て

の

　
　
画
　
　
れ

で

　
　
計
　
　
さ

Ｌ百
ｎ
　
　
占
　ヽ
　
画

相
桝
　
　
拠
　
　
計

件
は
　
　
通
　
　
在

ル
に
　
　
交
　
　
現

難
利
　
　
＞■

■

∩
く
υ

<  陸   >

① 那覇空港 自動車道

那覇空港 自動車道 は、 空港 と北部地域間の時間短縮及 び、 利用 客 の利

便性 を高め ることを 目的 と し、 西原 JCTか ら空港へ連結 す る計 画 が進

め られ ている。

② 沖縄 西海岸 道路

那覇空港 と那覇都心部、 那覇港及 び空港周辺 と西海岸 リゾー ト地 域 を

連結す るとと もに、都 市圏域外へ の連絡 道路 と して重要 な路線 と位置

づけ られている。

③ モノ レール

那覇市 内における さま ざまな交通 問題 の緩和 を図ることを 目的 と され

ている。

< 海  >
那覇港 の整備

① TSLタ ー ミナルの整 備

TSL(テ クノスーパ ー ライナー =超 高速貨物船 )タ ー ミナル の整備

を図 るため、 空港地 区に海上交通 ター ミナルの確保 と航 空貨物 を運動

した機 能 を確保す るとされてい る。

② ジェッ トフ ォイル、 ウォー ターバ スター ミナルの整備

空港利 用 の観光客 な どを対象 と して、 リゾー ト航路 に就航 す る ジェッ

トフ ォイル (高 速船 )や、 港 内 ウ ォーターバスの ター ミナル を空港利

用者 の利 便性 の高 い現 空港 ター ミナル ビル に近接 した位 置 に配 置す る

とされ ている。

< 空  >

①新 ター ミナルの整備

年 々増加傾 向を示 している航空需要に対応するための施 設整備 を図る

とされている。

以上のよ うな交通計画 との関連 を考慮 し、次のよ うな整理、提案 を行 うこと

ができる。
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(1)開 発地域周 辺の位置づけ

開発地 域周 辺 にはバ スター ミナル、那 覇港及 び那覇空港 な ど陸、 海、 空

の交通機 能 が集 中 してお り、 それ らは沖縄 県におけ る物流、情報の拠 点

であ ると考 え られ る。

(2)拠 点機 能整 備の方向性

① 県外 に対す る沖縄 県の玄 関と しての拠点を 目指す。

②観光・ リゾー ト交通の充実 を主 と した北部、又は南部へ のア クセスの

利便性 を図 る。

③新交通 システ ムの導入 とあわせ、陸、 海、 空 それぞれが一体 とな った

総 合 的 ター ミナル機能の整備 を図 る。

④ リゾー トおよび、 各 レク リエー シ ョン施 設等へ の物 資の流 れに対応 し

た湾岸 道路、 沖縄 自動車道、 TSL等 へ のア クセスの整備 を図 る。

(3)提 案

① 計画地 内

a)観 光船 バ ース とジェッ トフ ォイル ター ミナル を計画地 内に配置 し

「 待つ 時間」を有効 につか うため、 シ ョッピング、 レス トラ ン、 ア

ミュー ズメ ン ト等の施 設 との連携 をはか る。

b)交 通拠 点 とい う立地 を活か し、 人、物、情 報の交流 の場 と したコ ン

ベ ンシ ョン機能を計画地 内に配置す る。 その ことによ り新 たな事業

の拠 点 を生 み出す。

c)ジ ェ ッ トフ ォイル ター ミナル につ いては、 さ らに空港 ター ミナルの

チ ェ ックイ ン機能 も持 たせ a)、 b)で 述べ た機能 との連携 をはか る。

② 計画地周 辺

a)空 港 ―TSLタ ー ミナル間の物 資 の運搬 は、 距離 が短 いことが望 ま

しく、 TSLタ ー ミナル は、 現計画の まま配置す る。

b)計 画地 内に コ ンベ ンシ ョン機 能 を持 たせ る事 によ り、周辺地 区に物

資 を保 管す る機能が必要 にな るため、 その機能 を検 討す る。

c)開 発 区域 は、 「都心機 能の補 完」 と しての機能が求め られ るため、

その ために市街地 との結 びつ けは、不 可欠 であ る。

③新交 通 システ ムについて

モ ノ レールの延伸 につ いて県の「 国際都 市形成整備構想 」の 中では、

「 那 覇軍港用地へのア クセスに課題 点があ ることか ら、 このモ ノ レー

ル の延伸 につ いて考 え る必要 もあ り、 那 覇港付近 でル ープ状 に結 ぶパ

ター ンや海岸地 点へ延ばすパ ター ンも考 え られ る。 」 と述べ られてい

る。 本検 討委員会の 中で も「 空港 までのル ー トか ら、 本 開発 区域 内ま

で延伸 させ、 さらにバ スター ミナル まで延 ば して環状線 状のル ー トも

考 え ては ど うか。 」 とい う意見が強 く出 され たが、 本 計画では駅 の位

置の み想 定 し、延伸等 につ いては新 交通 システ ムを含め今後の検討課

題 であ る。
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2)域 内交通計画

開発 区域 は東西 に約 1.5kmと 長 く、 開発 区域全体 に集客施 設が計画 され

ているため、 域 内を手軽 に移動す る手段 が必要 であ る。 その方法 と して以

下の方法が考 え られ る。

(1)域 内を循環 す る シ ャ トルバ ス

(2)港 内を循環 す る ウォーターバ ス

(3)動 く歩道

この点 につ いて も総合的な検 討が必要 になるが、「 移動 の手段 」 とい っ

た需要性 だけではな く、集客性 のあ る「 の りもの」 とい う視 点 での検 討 も

必要 であ る。

3)固 有地 の処理 方法 につ いて

国有地 は開発地 区全体 で約 2 1haあ り、 主 と して西側 に存在す る。

この内約 3 haは 既存の施設であ るフ リー トレー ドゾー ンに利用 され てい る。

横浜市新本牧地 区の事例視察 によ って固有地 の処分、 土地利用 の基本方針

につ いて調査 した結 果、横浜市では「 3分 割の利用 」 で計画 を進 めた こと

が判 った。

3分 割の利用 」 とは、 国、地方 自治体、 留保地 に 3等 分 され、 それ ぞれの

土地利用 が可能 であ るとい う国有財産 中央審議会の大蔵 大 臣へ の答 申によ

る ものであ る。        ・

この原則が本地 区に も適応 され るとす ると、利用 可能 な固有地 は約 18haあ

り、 6 haず つ に分割 され ることにな る。

この国有地 は、 開発地 全体の コ ンセプ トにあ った土地利用 が望 まれ るが、

照応の原則 に もとづ いて、 西側 に分割配置 された場合、航 空機騒 音 に係 る

環境基準か ら、 非住居系の土地利用 とな ることが予測 され る。

今 までの土地利用計画の範囲で考 え る と国有地 は、植物 園や、 プ ロムナ

ー ド等の ための土地利用 が考え られ る。 国有地 の土地 を開発 の全体 コ ンセ

プ トに適応 させ、 集客力 を増大 させ るよ うな施 設整備 に誘導す ること も必

要 であ ると考 え られ る。

さらに那覇市 と してはいわゅる「 軍転特 措法」の趣 旨に沿 って、地 方 自治

体が留保地 を含 め国の利用す る土地以外 のすべ ての土地 を使 え るよ うな方

向での検 討 を行 う必要 があ る。 また処分 方法 につ いて も同様 に特 別 な措置

によ って行 われ るよ うな方向での検 討 も必要 であ る。
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4)那 覇軍港周辺 の 開発計画 につ いて

(1)対 岸 (那 覇埠頭 )の 開発 方向
・

対岸の那覇埠頭は那覇港 を挟んで本地 区 と対面す る。

水 面 を挟ん だ ウォーター フ ロン トの開発は共通点を持 った開発方針 が望

ま しい。

① 土地利用条件

この地 区につ いては、以 下の構想、 計画で 土地利サ1]計 Шiが うたわれ て

いる。

「 西町ポー トサイ ドタ ウ ン構想 (昭 和 02年 3月 那覇市 )」

|メ イ ンコアベル トゾー ン整備計画 (平 成 3年 3月 沖縄 県 )」

「 那覇港長期整備構想 (平 成 5年 3月 那 覇市 )」

②今後の土地利用 につ いて

最 も基本 的な点 は、 両岸 を統∵ した開発の方向で検 討 してい くこと

であ るが、 当開発地 区につ いては、現 時点では「 返選 」 とい う条件 が

付加 され るため、 那覇埠頭 と同一地 区の計画 と して扱 うことはむずか

しい と考 え られ る。

今後、 相互の役 割分担、景観 的統一性等 とい う点では共通 な視 点で

検 討を され るべ きであ る。

(2)自 衛 隊駐 屯地

自衛 隊の利用 して い る区域は約 1 8 0ha(内 返選済 24.7ha)で あ る。

一部の区域 につ いては「 メイ ンコアベル トゾー ン整備 計画 |で は以 ド

の よ うに開発 の方 向性 が記述 されてい る。

国際エア ロガ ーデ ン、 フラ ワー ビジネス メ ッセ、 ポー トビュー公園か ら

な る「 国際流 通 ター ミナル地 区」は、 国道 332号 の南側 に国際商業・ 業

務地 区 と一体 的に配置す る。

また、「 国際都 市形成整備構想調査 (11)」 (那 覇空港 国際機能 等整備

拡 充構想 )で は、 以 下の よ うな検 討が行 われ てい る。

那覇空港の現在のエ リア (2 6 4ha)に 隣接す る那覇軍港や 自衛隊基地を

重点整備地 区の対象 と して現在の約 4倍 であると,05 0haの 規模に拡大す

る構想を示 している。機能の面では24時 間型空港 と し、臨空 ビジネス物

流・ 中継拠点、 アジアの国際医媒等救援機能、 国際邸使の中央柴配セ ン

ター、国際航 空大学等、 10機 能の導入が検討 されている。
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中 那 那 I謎

現在、土地利用の方向性 と して考え られるのは国道332号 沿いの民有地

である。 この土地の開発の方向と しては、以 下の 2つ が考え られる。

①臨空港型の業務施 設

②那覇市民のための緑地公園

この地区について も対岸 と同様、本地 区と統一性のある開発 と して検 詞

すべ きである。

図 1-1-2 陸 上 自衛 隊 使 用 の 地 区
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5)亜 熱帯 型の ウォーターフロン ト開発

景観 的な視点で亜熱帯型のウォーターフロン ト開発 とい うものは どうあ

るべ きか ?と い うことは最 も重要な問題 の 1つ である。 この問題 について

は、 日本の大都市のウォーターフロン ト開発に答を求めるのではな く、 む

しろ気候的に似通 ったオース トラ リアやハ ワイ、 シンガポール とい った地

域に注 目すべ きである。

これ らの明 らかな相違点は、充分な植栽計画がなされているか否か とい う

点である。水や岩、木など自然の素材 を取 り入れ、"亜 熱帯 らしさ"を 演

出することによって他府県では見 られないかたちのウォーターフロン トを

nllる ことができる。開発区域の前面には椰子が植えられ、南国的な景観を

表 している。 この景観を開発区域内まで持ち込み、開発区域全体が公園的

な雰囲気を持つように景観計画を行 うことが必要である。

さらに水際の修景をどうするかということも同様に重要な問題である。現

在の護岸はコンクリー トで覆われ、いかにも「かたい」といった感 じを受

ける。特に水に接する部分はプロムナー ドとして利用者が多いことから、

水際の植栽についても亜熱帯としての特徴あるかたちを検討するべきであ

る。
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4・ 開発の基本コンセプト波び基本方針

1)基 本 コ ンセプ ト

(1)国 際交流・ 交易を支援す る新拠点づ くり

臨空港、 臨港 とい う地域の特性 を活用 し、 全県的に推進す る国際交流・ 交

易を支援 す る街づ くりを行 う。

(2)歴 史 的な港の特色 を活か した那覇市のゲー ト空間の形成

御物 城 や屋 良座森城な ど歴史 的な遺産 を活か し、那覇市の ゲー トと して特

徴 あ る開発 を行 う。

(3)都 市 型 リゾー トの快道 な居住空間の形成

充分 な植栽 と親水性 のある開発手法 によ り、都市型 リゾー トの快適 な居 住

空間を実現す る。

(4)ウ ォー ター フ ロン トと海洋 レク リエー シ ョンの形成

都市型の ウォー ター フ ロン ト開発 と して、 市民が気軽 に利 用 でき、 また

多様 な海洋 レク リエー シ ョンに参加 できるよ うな開発 を実現 す る。

2)基 本 方針

(1)親水 空 間の倉J出

水 際の プ ロムナー ド公園や水路、 人エ ビーチ等多様 な親水 空 間を創 出す る。

また水 路 は主 と して修景のための規模 とす る。

(2)将 来 的 な フ リー トレー ドゾー ンとの連 携の可能性

フ リー トレー ドゾー ンに隣接す る地 区は、 国際交流・ 交 易 を支援す る衡 づ

くりとい う見地 か ら、将来 的な フ リー トレー ドゾー ンとの連 携の可能性 を

残 しなが ら、 現段階では単独 で も成立 しうる施設の方向 で検 討す る。

(3)漁 港 の一 部の機 能の配置

御物 城 の周辺 の土地利用 は、 全体 的 には マ リーナ施 設の整備 の方向 と し、

一部漁港 の機 能を配置す る。

(4)新 交通 システ ムの検 討

開発 区域 の地域特性 か ら、集客性 が 開発 の重要 な要素 であ る ことが確 認 さ

れ、 モ ノ レール を含めた新交通 システ ムにつ いて引 き続 き検 討す る。
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I ゾーエングについて

那覇市案 (平 成 4年度 )と 地主会案 (平 成 6判i度 )の ゾーエ ングにつ いて

の比較検討を行 った結 果、基本 的な ゾーニ ングの構 成 に大 きな相連 点はな い。

しか し、 その 中で異 な っているのは、以下の点 であ る。

(1)住 居 ゾー ンにつ いては、那覇市案は国道 332号 沿逆の 尚業サー ビス ゾー

ンと レク リエー シ ョンポー トゾー ンの 中間 に配世 した言r画 に対 し、 地 主

会案 は隣接す る住 区であ る垣花地 区との紺 びつ きを考慮、 |コ 逆332サ に

接 したかた ちで配置 してい る。

(2)FTZに 隣接す る計画地西根Iの ゾー ンにつ いては、 那船I市 案は フ リー ト

レー ドゾー ンとの連 携 を考 え業務 ゾー ンを 配置 し、地 主会案 では新 たな

提案 と して複合 的な土地利用 を考 え、 商業 と業務の複合 ゾー ンを配世 し

た。

(3)地 主会案 では車 での来場者を スムー ズに処理 す るための施 i投 と して大規

模 な公共駐 車場 を配置 した。

較…
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地 主会 案 (｀「 成 6年 度 )

刀卜聘,II〕 案 (H上 成 4イト度 )

図 1 ‖ 1 2案 の ソーニ ン グの 比 較
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21 ゾーニ

ゾーエ ングを決定す る要素 と しては、次の 10項 目が考 え られ る。

1)国 際交流 ゾー ンの必要規模

開発 区域 は那覇市の一 部 ではあ るが、 既存の那覇市の将 来 的な需要の一

部 を分担す るとい う考 え方 よ りも、 む しろ新 たなかた ちの需要 を生 み 出す

とす る見方が適切であ ると考 え られ る。 それは周辺の条件 が 国道 と国場川

とで既存市街地 と分断 され、 西側 は空港施 設 とな ってい るため周辺 との結

びつ きが少 ない ことが挙 げ られ る。 また 同様 に、 国際交流 ゾー ン、 商業サ

ー ビス ゾー ン、 業務 ゾー ン、 全天候 型公 園 ゾー ンに整備 され る臨空港、 臨

港 型施 設が新 しい需要 を生 み 出す可能性 を持 ってい ること も挙 げ られ る。

よ って各土地利用の必要面 積 を算 定す る際はマ ク ロ的 な提 え方ばか りで

はな く、 開発 区域の 中心 とな るゾー ンの必要規模 を算 定 し、 それ ら施 設に

関連 す る需要 か ら周辺 の ゾー ン面積を算 定す る。 本計画地 の場 合は、 中心

とな るゾー ンは国際交流 ゾー ンであ る。 その施 設は以 下の規模 で検 討す る。

表 1-Ⅱ -1 国際交流ゾーンの必要面積

用  途 施 設 名 称 敷地面積 延床面積 備 考

コンベ ンション

センター
福岡市第 1期展示場 2.82ha 40,500m2

展示機能      9,100ぽ
アリーナ機能    8,000ド
ホ朝機能最大収容人員 15,000人

マ リーナ

旅客ター ミナル わ「 Я臣フイリンャーマンス
゛
ワーフ 4.80ha 21,700m2

マリーナ       400艇
リゾー トマンション  300戸
商業施設、温水健康施設

情報センター 横浜国際通信センター 0.28ha 5,600m2

地上7階、地下 l階

技術センター、ショールーム、

国際交換局、国際テレビ会議室

ホテル

ハイアット福岡

(キャナルティ博多)

0.67ha 34,000m2

地上13階、地下 I階

客室数        248室
ビジネスセンター、式場等

博物館

(水族館)

海遊館 2.00ha 23,540m2
展示施設、展望施設、

多目的ホール他

物産センター
産業振興センター

(神戸メヽ―ハ
゛
ランド)

0。 15ha H,200ド
産業交流施設
人材育成施設
地上10階、地下 1階

合  計 10。 72ha

ング決定要素
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2)地 権 者 の 要 望 と il地 利 用

地 権 者 の 土 地 利 ナ|]に 快け るア ンケ ー ト調 査 が 平 成 3年 に行 わ れ て い るが 、

土 地 区 画 整 H!Jf業 にお け る「 中 し出換 地 _|を ,1提 に考 え る と、 基 本 的 に地

権 者 の 意 向 と li地 利 用 が 一致 す る こ とが 好 ま しい。 しか し、 この ア ンケ ー

ト調査 が 1中 し出換 地 _|の た め に 行 われ たの でな い こ とや、 対象 者 の 年 齢

が 高 い こ とな ど将 来 的 に変化 す る要 素 が あ る ため、 予引t的 な もの と して検

討 す る。

民 1門 地 粕:者 の L地 を 3!ha、 ｀
「 均 減 歩 率 を 30%程 度 とす る と、

(1)ア ンケ ー ト調 査 では 企体 の 約 60%の 人 が 土 地 を 売 らな い と し、 約 25%の

人 が わ か らな い と答 え て い る。 この た め、 区 山1準 朗!後 の 民 間所 有 の ll地

は 13～ 18ha必 要 とな る。 この 数 値 を住 居、 商 柴 サ ー ビス、 業 務 、 ホテ ル 、

被 合 の 各 ソ
｀
一 ンの IX山「推 lll!後 の 1師 横 !5ha(平 成 6年 度  那 りi fF川 地 等 地

:i:会 )と 比 較 す る と調整 可台ヒな 数 値 と「
:え る。

(2)ア ンケ ー ト調査 では L地 利 用 につ い て住 チFI系 を希 望 す る人 が 20～ 47%、

非 住 九子1系 を 希 望 す る人 が 27～ 53%と 考 え る こ とが で き る。

よ って そ れ ぞれ の必 要 酌i積 は 以 ドの よ うに考 え る こ とが で き る。

liiオ1系 :4.3～ 10.2ha

非 住 居 系 :5,9～ !|.5ha

しか し、 この 数 字 は ||:居 ゾー ンが 10.2ha必 要 とい うこ と で は な く、 複

合 ゾー ンを 含 め オ:|イ1:施 設 が 粋 柿 で き る ソー ンの 合 i:|と い う こ とに な る。

の ご 白身 の ll地 に つ い て

本 til Wi訂 ]イこ報 11,1,す (平 ,友 3年 地 主 会 )

表 1

1)返 選 後、 あなたの

土地 の利 用 予定 は
あ ります か

パ ー トにす る

オ,か ら上〔い

2)1「 商売 lr業 をStみ
たい すと思 う方ヘ

どの (kう 上ミ業れ礎
・ご

す か

2)2こ この場所が良い

とい う〕世IIIは イ可
~C

す か
フ リー ゾ ー ンに

:1分 の に地 が こ こ しか な い

3)返 選 後 の 跡 地 へ 住
み たい と思 い ます
か

い 哄 境 に な る な ら 住 み た い

住 み た くな い

3)111み たい と答え た

方 へ何 故 ですか で駅 境 が そkい か E

3)2イユち た く上Rい と容
え た方へ何 故です
か

入 して な いか ら
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3)新 交通 システ ムの駅 と、 ジェッ トフ ォイル ター ミナルにつ いて

(1)新 交通 システ ムの駅

「 1-I-3.新 たな視点での検 討」のなかで、 モノ レール を含 め た

新交通 システ ムのル ー トにつ いて、延伸 させ る考え方 もあ る事 が 記述 さ

れ てい るが、 将来、 大量交通輸送機 関を導入す るとすれば その駅 につ い

て検 討す る必要があ る。

以 下の よ うな理 由によ り計画地 内に 2カ 所の駅 を配置す ることが考 え ら

れ る。

① 計画地東 側 に位置す る駅 は、 山下交 差点付近 とす る。

本 計画地 東側 の需要 と既存市街地 の利 便性 を高めることが 出来 る。

② 計画地 西側 に位置す る駅 は西側 の水 路付近 とす る。

山下交差 点付近 の駅 と新空港 ター ミナルの 中間点であ り、 本 計 画地 の

主要 な出入 日の一つ に隣接 させ るこ とによ り利便性 を高め る こ とが 出

来 る。

(2)ジ ェ ッ トフ ォイル ター ミナル

ジ ェ ッ トフ ォイル ター ミナル に関 しては ここでは 2案 提案す る。

① A案
空港 にで きるだけ近 い場所 に配 置 した計画 とす る。

② B案
本計画地 の 中心部分 にター ミナル を配置す る。

と事二
1下
ギイプニ≦与7費窪

`

町

Ｖ
ｆ
くヽ

ャ

新交通システム

新交通 :

図 1-Ⅱ -2 新 交 通 システ ムの 駅 と ジ ェ ッ トフ ォイル ター ミナ ル
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4)交 通計画

交通計画につ いて以
~F・

の点を検 討す る。

a)地 区内の道路計画をどのよ うに考 え るか。

b)地 区の 出入 日を どのよ うに配置す るか。

c)駐 車場 を どのよ うに配置す るか。

d)市 街地側 か らの右折車線を どの よ うに考え るか。

(1)道 路 計画

①地 区内の幹線道路 について

ゆ った りと した印象 を もつ幹線 道路 が必要であ る。 またス ピー ドが

出せないよ うに直線 的にせず、 要 所 に修景的演 出を施す。 また、 lJli側

の国道取 りつけ位置については (図 1-Ⅱ -3)の 2つ の位 置が 考え

られ るが、 隣接の複合 ゾー ンと フ リー トレー ドゾー ンとの将 来 的 な関

連、 さ らに フ リー トレー ドゾー ンその ものの土地利用 を考 え B案 を基

本 とす る。

② 国道 332号 との接道 (出 入 日)に つ い て

域外の 自動車交通の円滑な流 れ を確保 し、以 下の よ うに設 置す る。

一般市街地 における荷

'助

幹線 道路 の配世間隔は、 300m～ 500mが 望ま

しい とされてお り、従来通 り 3簡 所の 出入 日を配世す る。

(Iコ 1 - Ⅱ - 4ラ参サtR)

(2)駐 車 場 計 画

先 進 事 例 で あ る シ ドニ ーの ダ ー リ ングハ ーバ ー、 横 浜 の新 本 牧 地 区 を

参 考 にす る と、駐 車場 台 数 は集 客 を 前 提 と した 当開発 に と って は 、 重 要

な条 件 の 一 つ であ る。 各集客 施 設 の 週 末 の ピー ク時 に 対応 す る た め 駐 申

場 を 出入 日 TNl・ 近 に 分 散 配 置す る命 大 量 集 客 施 設等 一 H孝 却〕におI中 が 集 中す

る施 設 に つ い ては、 企 て 開発 区 域 内 で整 備 す るの では な く、 域 外 に もそ

の機 能 を 求 め る。

|ヨ 道 取 りTNlけ イ立置
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5) 固有地

開発 区域 内の国有地、約 21ha(那 覇i防 衛施 設局資料 よ り)の 処分方法は

11-1-3.新 たな視 点での検 討Jで 確認 され たよ うに「 3分 害1方 式」

が原則 とな る。

3分 守1の 内、 国が利用す る土地が どのよ うに利用 され るかが重要 なポイ

ン トにな る。 通常、 国は各省庁のための施 設を建設す ると考え られ るが、

開発側 と しては、 集客性 があ る施 設が建設 され るこ とが望 ま しい と考 え る。

主 と して西側 に存在す る固有地 については、住居 系 の施 設は考 えに くいた

め、 各省庁の研 究施 設、研修施 設等が考 え られ る。 海岸線 のプ ロムナー ド

やマ リーナ施 設の ための土地利用 も考 え られ るが、 運輸省側 の事業 的な布t

助 を前提 と した場合、 事業 主体が港湾管理者の刀b覇 市 とな るため、 国が市

へ 土地 を賃貸す る事 にな り考えに くい。

しか しなが ら、 「沖縄 県におけ る駐留 軍用地 の返還 に伴 う特 別措置 に関

す る法律 J(軍 転特 措法 )な どの、諸条件 を考慮 し、 この点について も横

極 的に検 討すべ きであ る。

開発 区域 内の国有地 は約 21haで あ るが、 既に返還 されているフ リー トレ

ー ドゾー ンには、 その 内の約 3haが 使用 されてい るため「 3分 割方式 」の対

象 となる面積は、残 りの 18haと な り、約 6haず つ に分割 され ることにな る。

図 1-ロ ー 5 国 有 地
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6)親 水 空 間

(1)水 路

今 回の検 討作業 では、基本 的に修景 型の水路 で検 討 してい くこ とが確

認 され、規模、 配置、 事業手法等の検 討を行 う。

①規模 につ いて

糸満市西崎 (埋 立 て面積 2 7 5ha)の 親水 公園の規模 は 9。 2ha(水 路

と緑地 )と かな り規模 が大 きいが、 本計画地 3～ 5 ha前 後 が適 正な事

業規模 と考 え られ る。 また水路 には何 らか機能 由tな 位笹づ けが必要 に

な る。

② 配置 につ いて

主 た る 目的は変化 のあ る外部空間の演 出であ り、 どの ゾー ンに も配

置す ることが好 ま しいが、一方、面積的な限度 や管理 上での問題 を考

え るな らば、 商業 サー ビス ゾー ン、 国際交流 ゾー ン、 公園 ゾー ンに配

置す ることが好 ま しい。

③ 事業手法

水路 とその周辺 は都市公 園の緑地 と して整備す る。 各 区画が 大規模

にな り、 区画整理 上細か な土地 所有 状態 にな る と考 え られ るため、 区

画整理 前 に水路 の位置決定 をす るこ とが望 ま しい。

(2)人 エ ビーチ

人エ ビーチの形態の選択 は、 そ こで泳 ぐことを 目的 とす るか否 かによ

る。 将来 的 に も、 この人エ ビーチで泳 ぐことが可能 で、 それが集 客のた

めの施 設 と して重要 であ ると考 え られ るため、 ラ グー ンタイプ (閉 鎖型 )

の人エ ビーチを提案 す る。

また室 内の温水 プール も、屋 外 プールが閉鎖 して い る期 間の集客の た

め必要 と考 え られ る。

①規模 につ いて

一般 的 に 5～ 10haの 規模 が適正規模 であ るといわれ てい る。

② 配置 につ いて

公 園 と一体 とな った配置が望 ま しく、周 囲に充 分 な造 囲を施 す。 各

公共交通機 関に近 く、 大規模 な駐 車場の付帯 が必 要 とな る。 宿泊施 設

と比較 的近 い位置 にあ るとよ り効果 的であ る。
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③ 事 業 手 法

手 法 と しては以 下の よ うに考 え られ るの

a)港 湾整 備 事 業の緑 地 坐 研i

新 た な水 面iを 坐 柿 す る ことが この 事 業 に迪 合す るか疑 問 であ る↓

b)判∫市緑 地 1市 民 プ ール (レ1:岐 と十二県 各務原 市 )

れ

'助

は あ るが市 の起 イ,(が 必 要 で あ る。

C)都 市縁 地 十民間 (第 3セ クター )の ウ ォー ターパ ー ク (例 :宮 崎 シー

ガ イ ヤ等 )

民 1悧 可〒業者 の参加 が 条 件 とな り、 必 然 的 に使 用 料 は 高 くな る。

図 l  H  6  親 水 ク

'lhj

住居ゾーン
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7) FTZと 隣接 す る ゾー ンにつ い て

「 1-I-3,新 たな視 点 で の検 討」 の なか で FTZの 隣 接 ゾー ンは将

来 の 可 能 性 を残 しな が ら、 単独 で成 立 し得 る臨 空 港 型 の シ ョ ッ ピ ングセ ン

ター とい う方 向 で検 討す る こ とが確 認 され た。 さ らに、 この シ ョ ッ ピ ング

セ ンター は コ ンベ ンシ ョン施 設 や貿 易情 報 セ ンター等 の施 設 と隣接 させ、

開発 区域 全 体 の 西側 の核施 設 と して成 り立 たせ る必 要 が あ る。

|ヌ11
「

TZと 隣 接 す る ゾ ー ン

8)土 地 利 用 と用 途 地 域 の指 定

土地 利 用 計|‐ 画 、 土 地 区画整 理 、 用 途地 域 指 定 と開発 の 一 連 の 行 政 の 手続

きは 各 制 度 が個 別 の 基 準 で判断 す るため、 一 貫 した土 地 利 用 計 画 が 剣tし い

が 、 この 点 を一 貫 した計画 に完 成 させ る た め に地 区 計 画 や 建 築 協 定 が あ る。

今 回視 察 した新 本 牧 地 区は その 制度 を利 用 した成 功 例 とい え る。

当開発 区域 で この 点 につ い ての 問題 は 、 国道 沿 い 部 分 と思 わ れ る。 (図

1-Π -8 参 照 )通 常、 幹線 道路 に而 した 部 分 は騒 音振 動 の 点 で住 居 系

の ゾーニ ングは 好 ま しくない と され て お り、 平成 4年 度 の 刀b tti市 案 で もに|

道 側 に緩 街 の た めの 商業 サ ー ビス ゾー ンが 配 世 され て い る。 しか し、 区 山F

の規 模 や 日 lR、 ‖)ヒ 望 な どの好 ま しい 点 もあ るた め、 住 居 ソ
｀
一 ンで は あ るが 、

下 層 階 を 商 業 と して利用 す る こ とを定 め た 土地 利 用 の 方 法 も考 え られ る。

i

推
200m

〆

＼

｀

国際交流ゾーン

新交通システムの駅

〕ヽ
井
ヽ

フォイル
ナプレ(A案 )

フリートレードゾーン

全天候型公園ゾーン

預合 (商業、業務 )

｀ ヽ  //  ｀

F命歩幹
業務)
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図 1-ロ ー 8 土地 利 用 と用 途 地 域
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9)港 の 景観 分 析

「天 然 の 良港 の 景 観 を生 か す 」

天然の良港 にはい くつかの共通点が あ る。 対岸 までの距離が 400～ 500m
であるとい う要素 もその 1つ と してあげ られ るが、 それは港 におけ る ヒュ

ーマ ンスケール に関係 す る。 那覇軍港 もま さ しく天然の良港 であ り、 この

特徴 を計画に反 映 させ ることによ って、 美 しく、特徴 あ る ウォー ター フ ロ

ン トの開発が可能 にな る。

天然の良港 には「 アテ 山」や「 日不hL」 と呼ばれ る港 の位 置を確 認す る

際、 古 くか ら用 い られていた景観 的 日印があ るが、 この要素 と視線 の位置

によ ってよ り港 を印象づ けることが可能 にな る。 また地 形的 シ ンボル も同

様 に港 を特徴づ け る要素 にな り得 る。

那覇軍港の場合、 これ らの要素は「ガ ジ ャンビラ丘 陵」 と「御物 城」で

あ ると考え られ る。 これ らのポイ ン トと開発 区域 内の道路 の軸、 オ ープ ン

スペ ース位置、 パ ブ リックア クセスの位 置、 集客性 のあ る施 設の配置 な ど

を関連づ けて検 討す ることによ って、 よ り印象強い計画が可能 にな る。

細か い検 討は後の作業 とす るが、 ゾーニ ングの レベル で以 下の点 につ いて

留意す る。

(1)港 の シンボル 的な存在 の御物城、屋良座 森城 (復 元の場合 )周 辺 にオ ープ

ンスペ ースを設 け る。

(2)明 治橋、御物 城、 ガ シ ャンピラ丘陵の軸線 上 にオ ープ ンスペ ースを設 ける。

(3)国 道 332号 か らの西側 のア クセス道路 と中央 のオ ープ ンスペ ースか ら汀線

上 に シンボル 的な要素 を設 ける。

図 1-Ⅱ -9 港 の 景 観 分 析
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10)よ り強い集客施設

当開発地区は、市待地の一部の開発 とい う考え方よ りも、独立 した地 区

の開発 とい う考え方に近 いため、 よ り集客力のある施設を配置 し、活性化

をはか る必要がある。 もちろん、水路等景観的に多様な手法を取 り入れ た

計画にす るとい うことは必要なことであ るが、 それ以上に、強烈な集客カ

をもつ施設を配置することが必要 と考え られる。 この意味で臨空港、 臨港

とい う点を前画とこ出 し、年間300万 人の観光客を当地区に,Iき つけることが

最 も有効 な方法である。 そのため、観光船のター ミナルや、 ジェッ トフ ォ

イルのター ミナルを整備す ることが必要であるが、 それ以上に もっと観光

客が楽 しめ、滞留ができる施設が必要である。

例えば ウォーターパー クやア ミューズメ ン ト施設などが考 え られ、 これ

らの施 設は単 に観光客のための施設だけではな く、市民 も充分楽 しめる施

設である.べ きである。
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1)ゾーエ ングの決定要素と 3案 の比較

今回提案する 3案 のゾーエングは、「 1-Ⅱ -2.ゾ ーニ ング決定要素」

をもとに検討 したものであるが、その決定要素の中でも特に以下の 5つ の

点はゾーニ ングに影響を及ぼす要素となる。

①核 となる施設の配置

②住居ゾーンの居住環境についての考え方

③ ジェットフォイルター ミナルと、新交通システム駅の配置

④既存 FTZと の関連性

⑤全天候型公園 (レ クリエーション)ゾ ーンの規模

表 1-Ⅱ -3 3案 の 比 較

A案 B案 C案

1.核 施 設の配置
2極 2極 1極

2.住 居 ゾ ー ンに

つ い て

眺望性 を重視 下

重

山

を

く

携

地

連

宅

の

住

と

存

＞

既

町
視

下

重

山

を

く

携

地

連

宅

の

住

と

存

＞

既

町
視

オ

タ

フ
船

卜
光

ツ
観

ル

エ
と

ナ

ジ

ル

ミ
ヽ

・

ノ

「

一

３ シ
゛
ェットフデイル:中 央

観 光 船 ターミナ,レ :中 央

駅 か らの利 便性
(距 離 :400m)

ン
゛
ェットフォイ,レ :西 側

観 光 船 ターミナル:中 央

で一シク

ス

タ

セ
ヽ
力／

ス
ア

バ

の

シ
゛
ェットフォイル:中 央

観 光 船 ターミナル:中 央

ク

ス

タ

セ
ヽ
力／

ス
ア

バ

の

シ ー で

4.既 存 FTZと
の関係 Ｔ

し

定

接

Ｆ

化

想

隣

に
性

を

と

的

活
合

Ｚ

来

が

場

Ｔ
将

Ｚ

た

Ｆ
ｒ
‐
‐
‐
ｔ

Ｔ

し
定

接

Ｆ

化

想

隣

に
性

を

と

的

活

合

Ｚ
来

が

場

Ｔ
将

Ｚ

た

Ｆ
ｒ
‐
‐
‐
に

レクリエーションソ
S―

ン (駒負
い集 客 性 施 設 )と
の 関連 重 視

5,全 天 候 型 公 園

(レ クリエーション)

ゾー ンの 規 模

5。 8ha
(10.2%)

8.2ha
(14,4%)

11.4ha
(20。 1%)
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表 1-Ⅱ -4 面積表

単位 :ha

注1)A案・B案。C案のフリートレードリ`―ン及び道路用地の面積は、平成 6年の地主会報告書の数値を用いる。

注2)A案・B案・C案の合計面積 56。 8haは那覇防衛施設局 (平成 7年 3月 31日 )の資料による。

ゾーン名 那覇市案 地主会案 A案 B案 C案

国際交流 12.7

鶏

商業サービス

複合 (商業、業務)

解

全天候型公園 11.4

プロムナー ド公園

ハーバー公園

駐車場

漁港用地

小 計 42.2 小 計 小 計 小 計 45。 1 小 計 45,1

フリートレード (流通加工)

道路用地

小 計 10.8 小 計 11.7 小 計 11.7 小 計 11,7 小 計 11.7

合 訓
‐

53.0 58。 8 56.8 56.8 56.8
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図 1-Ⅱ -10 ゾーニ ング図 (案 )
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2)ゾ ーエ ング図

ゾーニ ング 3案 の比較 を行 い、 主 と して以 下 に示す検討結果が得 られ た。

(1)計 画地 区は東西 に長 い広が りを もつ ため、 最低 2ヶ 所の核施 設の配置が

必要であ る。

(2)住 居 ゾー ンは、 眺望性 とと もに、 隣接住 区 との 関連 を も考慮す る。

(3)ジ ェッ トフ ォィル ター ミナル、観光船 ター ミナルは、利便性、集 客性 を

考慮 し、地 区の 中心 に近 いところが望 ま しい。

(4)既 存施 設であ る、 フ リー トレー ドゾー ンとの 関係 は、将来 的に活性化 し

た場合を想 定す る。

(5)集 客力の重要性 か ら、 全天候型公園 ゾー ンの規模 は、 できるだけ大 き く

とる。

さ らに施設整備 計画 をイ メー ジ し、以下の よ うな方 向性 が得 られ た。

(1)国 際交流 ゾー ンとプ ロムナー ドゾー ン間の道路 を歩行者専用、 管理用 の

道路 とす る。

国際交流 ゾー ンの施 設は補助幹線道路 か らのア クセ スが可能 であ り、

ゾー ンの性格 上、 ウ ォーターフ ロン ト性 を重要視すべ きであ る。

(2)レ ク リエー シ ョンゾー ン (全 天候 型公 園 ゾー ン)の 面積の見直 し。

本計画地 は、 集 客力 の強 い施設が必要 と考 え られ、 それ らの施 設 を一

体 的に配置す るため、 レク リエー シ ョンゾー ンを提案す る。 この ゾー ン

は最低 10ha程 度 の規模 が必要 とされ、 同様 に大規模 な駐 車場 も必要 とな

る。 また、将来 的な増設の余地 を残す ことも重要 であ る。

(3)住 居 ゾー ンの一 部 を ホテルのための土地利用 に変更す る。

住居 ゾー ンの 中の東側 の部分は、 この地 区全体の顔 にな る部分 であ る。

また周辺環境 と して も比較的商業 的な施 設 に適 してい るため、 マ リー ナ

と関連づ けた都 市 型 リゾー トホテル を計画す る。 従来 の基本計画 では、

国際交流 ゾー ンで位 置付 け られたホテルが 1つ 配置 されていたが、 今 回

は性格 の異 な る 2つ の ホテルを配置す る。

(4)商 業 サー ビス ゾー ンの土地利用の変更。

国道側 の商業 サ ー ビス ゾー ンは騒音、 振動等 の点か ら商業施 設 と して

の土地利用 にな ったが、以下の理 由で上層部 に集合住 宅 を乗せ、 商業 と

住居 の土地利用 とす ることを提案す る。

①住居 ゾー ンの一 部 を ホテル用地 と して利用す ることによ り、 必要住 戸

数 を確保 す るために商業 サー ビス ゾー ンを利用す る必要 があ る。

-44-



②商業サービスゾーンの住居部分を北側へ配置させることにより、環境

δ問題は緩和され、同時に夜間も明るさを保つ施設配置が可能になる。

(5)国 際交流 ブー ンの土地利用の一部変更。

人 と物の国際交流 とい う点か ら、文化的要素を持 った施設 を提案する。

またこのゾー ン全体の施設整備は公共セ クターが主体 となるが、一部民

間 も参加できる施設である商業施設を提案する。

以上の検討結果を もとに図 1-エ ー 11に 示す ゾーニ ング計画を基本

とす る。
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Ⅲ 施設整備計画

11施設整備の決定要素

1)駐 車 場 配 置 計 画

駐 車 場 は 一 般 的 に 専 用 駐 車 場、 公 共駐 車 場 、 併 用 駐 車 場、 守属 駐 車 場 に

分 け られ る。 ま た、 土地 利 用 の性 格 に よ って も駐 車 場 の 利 用 の特 性 が 異 な

る。

基 本 計 画 段 階 で は (表 1-H-1)に 示 す よ うに、 それ ぞれ の施 設 規 模 か

ら必 要 台 数 を推 定 し、 さ らに 開 発地 区 内 で どの 程 度 確保 で き るか、 概 第 検

討 を す る。 この 際、 理 想 的 に は 必 要駐 車 台 数 を 100%確 保 す る こ とが Ψ ま

しい が、 土 地 の 有 効 利 用 とい う点 か ら、 70%程 度 に想 定 す る。

ま た、 実 行 段 階 で は その 駐 車 台 数 を いか に確 保 す るか とい うF4題 が あ り、

今 後 検 討 が 必 要 で あ る。

ま た 配 置 計 画 に つ い て は、 (図 1-阻 -1)に 示 す よ うに、 水 際 側 は で き

る だ け地 下、 若 し くは地 上広 場 式 と し、 口 道 側 は 規 模 に応 じて 立 体 駐 lli場

を併 用 す る。

図 1-Ⅲ -1 駐 車場 配 置 言1画 図 (案 )

岸

ヘ

-49-



表 1-Ⅲ -1 必要駐車台数と可能駐車台数の比較

※ゾーン面積の合計 5'。 8haは 、埋立て面積 lhaを 含む。

ゾーン名

り
Ⅲ―ン

面積

(ha)

施設名

必 要 駐 車 台 数
一口
．

購々 車 台 数

必要駐車

台数
loo%(合 )

設計駐車

台数
70%(合 )

駐車台数
(台 )

而稽/30ド

駐車場

面積

`席

Ⅲ

駐車場

方式

住居 集合住宅
(264戸 )

商業施設

317

229

545

222

160

382

8,000

9,700

1.800

地下 1層
地下 1層
屋  外

19,500

笥業サービ 商業施設

集合住宅

(264戸 )

ホテル

(250室):/慌→・

286

173

841

3,900

7,550

8,575

5,200

25,225

屋  外
地下 2層
地下 2層
地下 2層

850

業務 オフィスビル

商業施設

480

11176

1.656

386

823

1.159

1,227

1.227

36,800

36.800

地下 2層

複合 世界のいちば

世界のハ
°
ワーセンター

i ′よヽ言1‐

551

1,014

1.566

386

710

1,096

390

510

900

11,700

15,300

27.000

立体 3層

立体 3層

国際交流 コンヘ
゛
ンションセンター

コンサー トホール

客席数 :2,300席

ホテル

(250室 )

マーケットフ
°
レイス

208

322

183

379

146

225

128

265

93

67

140

225

108

2,800

2,000

4,200

6,750

3,250

15,750

屋  外

屋  外

地下 2層

地下 1層
屋  外

l 764

レクリエーション ドーム型助檀物園

世界貴重種博物館
琉球王朝ミこテーVゞ ―ク
レジャープール

屋内プール

レス トラン

| ノよヽ三十

1,200

1,200

840

840

147

217

257

620

4,400

6,500

7,700

18.600

屋  外
屋  外
立体 2層

'°

ロムナード公区 ツ
゛
ェットフォイルターミナル

観光船ターミナル

iノ |ヽ言寸・

95

105

200

107

107

3,200

3.200

屋  外

一ヽバー公□ マ リーナ

レス トラン

ノ!馬 1‐

137

151

288

96

106

201

140

120

260

4,200

3,600

7,800

外
外

屋
屋

フリートレート フリートレート
・ソ・―ン

道路

合 言十 57.8 7,396 5,177 5,129 153,875
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2)親 水 空 間 (3つ の特 徴 を持 った親水 空間 と流 れの創 造 )

(1)都 市の潤 い と、特 徴 を持 った街づ くりのため親水 空 間が検 討 され て きた

が、 さ らにどのよ うな親水 空 間をつ くるか を検 討す る。

本 計画地 全体 に 3つ の異 な った水 の空間を配置す る。

① 西側 (レ ク リエー シ ョンゾー ン )

亜 熱帯 であ る沖縄 の ウ ォー ターフ ロン ト開発 を象徴す るよ うに、 ラ

グー ン型の人 ロ ビーチを配 置す る。 幅200m程 度 の規模 であ り、 充分

な植 栽 に囲 まれ、 夏期 は水 遊び用 と して冬期 は修 景 と しての役 守1を 果

たす。

② 中央 (プ ロムナー ド公園 ゾー ン )

人 を集め るとい う機 能 を補助す る機 能 と して人工 的な噴水 や落水 を

配置す る。 夜 間 には照明を施 し魅力 あ る夜 景 を形成す る。 重要 な演 出

要素 と して機 能す るよ うに検 討す る。

③ 東側 (商 業 サー ビス ゾー ン )

エ ン トラ ンス部分 の演 出 と して、 また、 住居 部分 の環境整備 と して

親水 空 間を整備 す る。 自然石 と 自然木 と水 の流 れ で近 1筈 然工 法 的な予|・

画手 法 で小規模 な池 やせせ らぎを形成す る。

(2)地 区全体 を流 れ るせせ らぎ

地 区全体の デザ イ ン的統一感 と特徴 を明確 にす るため、 束 lJLlに 縦 断す

る親水 空 間を形成 す る。 この流れは各 ゾー ンで分 断 され てい るが、 景観

的 には全体 に長 く流れ てい るかの よ うに見え、 さ らに各 ゾー ンで その上

地 利用 に合わせ細|か く特徴 づ けを行 う。 また この水 の流 れが各 ソー ンの

特 徴 とな るこ とが望 ま しい。 この水路 は雨水 の集水 用の水路 と して も機

能 す る ことを あわせ て検 討す る。

図 1-Ⅲ -2 親水 空 間
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)施設計画 コ ンセプ ト

(1)商 業 サー ビスゾー ン

エ ン トラ ンス部分 にあ る シ ョッピングヴィ

の商業施 設か らな る。 住居 ゾー ンに隣接す る

ッジは生活密着型の店衛t ttt成 とす る。 また、

設を計 画す る。

レッジと、 国道沿 いの低層

ために シ ョッピングヴィ レ

国道沿 いは沿道 型の商業施

(2)業 務 ゾー ン

主 と して観光、 貿易 関連 等の企業 を対象 と し、 単 にオ フ ィスを提供す

るだけではな く、 低層部 に共有 の空間を設け、 テーマ性 があ るオ フ ィス

を提供す る。 オ フィスの環境 と して も既存の市街地 にない ゆ った りと し

た環境 を 目指す。

(3)複 合 (商 業、 業務 )ゾ ー ン

複合 ゾー ンは隣接す る既存 FTZと の関連 が論議 され たが、結 果、 臨

空港 型の シ ョッピングセ ンター等が配置 され る計画 とな った。 具体 的 に

は以 下の施 設を検 討す る。

① 世界の「 いちば」をテーマに した商業施設 と情 報セ ンターの複合施 設。

② 世界の品 々を安 い価格 で提供す るパ ワーセ ンター的な施 設。

これ までの計画では、 計画地 区の西側 は比較 的集 客性 が小 さい施 設

内容 であ ったが、検 討の結 果、季節 に関係 な く常 に人 を集 め られ る施

設 内容が必要 であ る。 また、 海側の レク リエー シ ョンゾー ンとの連 携

と、将来 的な FTZと の 関係 も考慮 され るべ きであ る。

(4)国 際交流 ゾー ン

人 と物 の交流をテーマに した施 設構 成 とす る。

多様 なイベ ン トに利用可能 な 中央部分の広場を 中心 に、 国際交流・ 交 易

セ ンター、 ホテル、劇 場、 マーケ ッ トプ レイスな どで構 成 され る。

従来 の計画 に加 え られ た点は、 この ゾー ンに も商業施 設 を配 置 し、 日常

的なに ぎわい と民間企 業の進 出できる機会を設けた点 であ る。

(5)プ ロムナー ド公園 ゾー ン

プ ロムナー ド公園 ゾー ンは水 域 と陸域の接点であ る と同時 に、 最 もウ

ォー ター フ ロン トの素 晴 ら しさを感 じられ る空間であ る。 この ゾー ンは

基本 的に 3つ のオ ープ ンスペ ース とそれをつな ぐボー ドウ ォー クか らな

る。

整備す る施 設は以 下の通 りとす る。

① ジェ ッ トフ ォイル ター ミナル

空港利用 の観光客 な どを対象 と し、 高速船の ター ミナル を 当 ゾー ン

内に整備す る。 将来 的に ター ミナル施 設内での空港 チ ェ ックイ ン機 能

も検 討す る。

②観 光船 ター ミナル

周辺海域を遊覧す る クル ーズ船の ター ミナル を整備 す る。

-52-



以 上 2つ の ター ミナル施 設は、 どilに 乗 り換 えのための方位:i覚 と してだ け

ではな く、 「待つ‖+1側 Jを 楽 しませ る機 能を付‖ させ る。

(6)住 居 ゾー ン

木計 lllliの li:れ1映 境 と して最 も 'R要 な点 であ る‖サ[イ!‖ を枝 人‖t利 用す る

ため、 lll‐ 台ヒな‖tり ,・J片1に し、川辺 には 充 分なオープ ンスペ ー スを と った

形態 とす る。

下層部は商来施 設を設け、 プ ロ′、ナー ド公四側、地 IX内 |◆ 線 述路側 に

配世す る。 /il∫ 会的でかつ リゾー ト的な点 を強調 した先t御を1;1山 Fを め ざす↑

また、 海か らの湖風 を避 け るため、 充分 な hl:栽 を施 す。 また、 この サ(111

住宅は通 常の居住 日的の他、 開発 IX域 仝体のげ‖発の 方向 や氏 1側 地権 者の

生活基盤等 を考え ると、 長期 滞在 】IJ Jン ドミユアムと しての利川 も七え

られ る。

(7)レ ク リエー シ ョンゾー ン

市民の ウ ォーター フ ロン トの レク リエー シ ョン施 Ii掟 と して充 分機 能 さ

せ るため、 また初t光 客の立 ち省 り施 設 と して も機能 させ るため、以 ドの

よ うな施 設 を提案す る。

① ラグー ン型人エ ビーチ

水質の維 持が将来 的に も可台ヒであ り、 夏
"Iは

遊泳川、 冬

"↓

は修 比t川

と して利 用 され る。

② 仝天候 型動植物 囲

]E熱 帯 の地域性 を強調 し、通 年集 客 i可 台ヒな施 ii史 内容 とす る .

011J界 貴重 極 障物 負イ

l■ 界の 貴正れとを近代 的 な映像方法 争 で FI∫
J)と し、 rt iR柿 へ の川!解 を深

め る。

④蝶類 陣物 館

沖糾し県 だけでは な く熱帯地 域の色 鮮 やか な蝶 を実 際 にら、化 させ御ドIt

させ る。

③琉 球工ロ ミニテーマパ ー ク

15世 紀 の大貿易時代 を 1呼 現 した小丹↓棋 なテーマパー クを 作 り、 研i〕】モ

王朝の歴 史 的な認識 を深 め る。

③ レジャー プール

⑭屋 内型プ ール

⑤ レス トラ ン

③ ア ミューズ メ ン ト施 設

(8)ハ ーバ ー公 囲 ゾー ン

ハ ーバ ー公園 ゾー ンは 当地 区の シ ンボルの 1つ とな リイ学る市 ハ ~バ ~

施 設は その利用者 だけではな く、 一般 の IIJ民 に と って も充 分不1川 で きる

整備の形 を とる。 整備す る施 i投 は係 留施 ii史 、 クラブハ ウ ス Ⅲ々ハー バー 1対

連施 設の他、 一般 市民が利用 T可 台ヒであ る レス トラ ン t々:の 施 設 も設 け る.

また、歴 史 的、 景初と噛に仰i値 があ る竹‖物 城 とハーバー施 ti覚 とい う 2つ の
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地区の シンボルが うま く調和す るよ うに充分配慮 した計画 とす る。

4)防 災計画

防災都市づ くりとい う視点で考えると、都市 レベルでいえば以下のよ う

なことが必要 であると言われている。

(1)公 園、緑地、 学校、道路等の組み合わせによって、線的 。面的な公共空

間を多 く確保すべ きである。

(2)港 湾空間は、街の重要な空間 と して、パブ リックアクセスが可能 な水際

線の確保、 緊急時の防災拠点の機能 を持つ多 目的緑地の整備 を行 い、市

民に開放すべ きである。

この開発 計画では、計画の コンセプ トの 1つ である「 建物周辺 にオー

プ ンスペー スを確保 した計画」は防災、避難両面で有効であ る。

また、計画地 区全体に配置 され る修景 と しての親水空間は、非常 時の消

防水利 と しての利用が可能である。

地 区内を縦 断す る地 区内幹線道路は、 充分な幅員 と建物の道路か らのセ

ッ トバ ックを確保 し、避難活動の重要 な経路 となる。

空か らの支援受け入れの拠点 と しては、 プ ロムナー ド公園 ゾー ンのフェ

ステ ィバルプラザが利用可能であ り、 また海か らの拠点 と しては ボー ド

ウォー クやマ リーナの船上げ斜路が可能である。
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１表

ゾーン名 り'― ン面積
(ha)

施設名 延床面積
(ド )

住 居 珠 合住宅    264戸

商 業 施 設

46.800

11.200

商業サー ビス 商業施設
集合住宅    264戸

ホテル     250戸

17,200
46,300

239800

業務 ォフィスピル

商業施設

80,000
57,600

複合 世界のいちば
世界のA・ 9‐ セカ‐

15,000
27,600

国際交流 国際交流・交易センター

大ホ‐ル:2,300席
コ ンサ ー トホ ー ル

客席数 :2,300席
ホ テ ル

マーケットフ
・レイス

20,800

5,700

28=800

型 』廼

レクリエーyョ ン 全天候型動植物園

世界貴重種博物館

琉球王朝ミユ子‐マ
'ヽ

・‐ク
レジャープール

屋内プエル

レ ス トラ ン

20.000
3,200

6.000
1,500

フ・Bム サiド 公園 ン
rェ

ットフガイルターミナル

観光鉛上止辺___

800
800

!

０

一

０

一

ハ ー フヾ ―公 園 マ リーナ   200Aヤ ース

レス トラン

アリートレート
・ フリートレート

・ツ
Ⅲ
…ン

道 路

合 計 57.3

※ゾーン面積の合計57.3haは 、姻!立 て面積 lhaを 含む。
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31代替案について(ド
ーム案)

1)提 案理 由

施 設整備 計画 において「 ドーム案 」 を提案 したJ!山 は以 下の通 りであ る。

(1)現 計画は那覇市、地主会のそれ ぞれの 開発 コ ンセプ トか ら検 討 され た も

の で、 統一案の開発 コ ンセプ トと して満足す る施 設構 成であ る。 しか し

一 方 開発 区域の地域特性か ら、観光客 までを対象 に した集客力が 開発 の

重要 な点 であ ることも指摘 され、 その 1つ の案 と して「 ドー ム案 」が提

案 され た。 この ドームは原案 の国際交流・ 交易セ ンター とコ ンサ ー トホ

ール の機 能 を合わせ持 ち、 さ らにその機能 を多角 的に強化す る もの であ

る。

(2)全 国のかな りの数の コ ンベ ンシ ョン施 設は、 会議 な ど本来の 日的 によ る

稼 働率 は低 く、 コンサー トや、 スポー ツイベ ン トによ ってその底 上げ を

行 ってい る。 よ って コ ンベ ンシ ョン施 設の稼動率 には検 討すべ き点が多

く、 本 計画地 での可能性 につ いて も、 国際会議の誘致の問題 な ど、検 討

が必要 であ る。

(3)隣 接す る奥 武 山総合公園 との連 携 を図 った土地利用 を検 討 した場 合、 ド

ー ム案 もその代替案の 1つ と して検 討す ることに値す ると考 え られ る。

2)ゾ ーニ ングについて

ドーム案と全体のゾーニ ングについて以下のように位置づけられる。

(1)全 体 ゾーニ ングの点か ら考えれば、 C案 に位置づけ られ る。 (図 1-ロ
ー10参 照 )C案 の提案は、 よ り集客力のある施設を配置す るとい う理!曲

か ら、 ゾー ンの規模 と して も従来 よ り大きな面積を確保す る必要がある。

(2)隣 接す るゾー ンとの関連

C案 の レク リエー シ ョンゾー ンに隣接す るゾー ンは「被合 ゾー ン |と

「 国際交流 ゾー ンJで あ る。 この点 につ いては、縦 守1の ゾーニ ングよ り

もむ しろ全体 を国際交流 とい ったキー ワー ドで施 設計画、運 営をす ると

い った形態 も考 え られ、 公共 と民 間が協力 して国際交流 を推進す るため

に さ らに検 討を重ね るべ きであ る。

レク リエー シ ョンゾー ンに ドー ムが配置 され た場合、 その隣接 す る

「 複 合 ゾー ン」 と「 国際交流 ゾー ン」 との関係 を整理す る必要 が あ る。

この場合、 複合 ゾー ンには大規模 なイベ ン トを支援す る施 設 (例 えば ホ

テル な ど )、 また、 国際交流 ゾー ンには、 よ り広 い意味 での国際 交流が

可能 とな る施 設 (例 えば符と光情 報 セ ンター的な施 設な ど)が 考 え られ る。

-59-



3)施 設検 討 課 題

(I)ド ー ム の よ うな 大規 模 な施 設 を Wじ 世 す る場 合、 決 して 充 分 な 哄行 き とい

え な い 木 計 山「地 に 対 しての 売t紐↓・Ⅲiに つ い て 充 分に検 :剖 す る必 要 が あ る。

(2)|ド TZと の 関辿

将 来 賄 に |ド

′
|｀ %が 活‖ 化 した場 合 の 辿 !サtに つ い て は、 辿 携 が WJ能 な W己

世 計 山「にす る必 要 が あ る.

(3)業 務 施 設 と 開辿

仝 体 の ェll地 利 用 と して レク リエ ー シ ョ ン VLが 強 調 され る こ とに な るが 、

ガb朝 市 の 業 務機 能 の 分■!と い う開 発 の コ ンセ プ トの とE要 な 1つ は !X持 し

な けれ ば な らな い。 この 点 につ い て }t体 的 な施 設 配 世:の 検 討 が 必 要 で あ

る ()

(4)ド ー ム案 は 一度 に 大占Iの 集 客 をす る た め、 大規 模 な脱 珂1場 を 整 備 す る こ

とが 必 要 と な る。

4)施 設検 討 紺 典

(I)労 t符と`Ⅲ iに つ い て

川 ″側に広 い 1屯 μHで 線 地 の 整 4術 を行 い、 ま た田道 332弓 ま で の 問I脚[を と るな

ど、 河i迪 感 を 与え な い ゆ った りと した景 級 形 成 を考 え るぃ ま た、 植 栽 計 lllli

につ い て は ヤ シ等 の Jば 熱‖ 4111物 の植 栽 ・ 411i樹 を施 し、 〕II純 の ドー ム と して

オ↓微 の あ る川 辺 映 境 の 牲 研,を 行 う。

(2)ド 1｀ %と の 快l辿

1動 く歩 道 |の よ うなガ ラ ス状 の トンネ ル を既i球 上 棚 ミニ テ ー マ パ ー ク

か ら、 ド
′

|｀ %ま での ル ー トと して 山じ11し 、 本 fil lllll地 との 開逆・Miを 持 たせ る。

また モ ノ レー ル を 含む新 交 通 システ ′、の り(が 配 世 され た場 合 も、 動 線 の lill:

保 と して有 効 で あ る。 ま た、 その トンネ ル に は、

ф)高 低 差 や 幅 に変化 を持 たせ、 景 級 llの 特 徴 を持 たせ る。

の トンネル 内 に 111:熱 ‖ 植物 等 を植 栽 す る .

な ど、 封1に 動 線 碓イ労tの た め で は な く集 客 性 の あ る施 設 と して特 徴 を lⅢ た

せ る。

(3)業 務 施 設 との 快l辿

業 務 ソ
｀
一 ンの 山椒1に オ フ ィス と ホテ ル の 腹イ|ソ

｀
一 ン (尚 業 ・ 業務 )を 山じ

這とす る こ とを 提 案 す る¢ 業務 ゾー ンとの 供I逃 'Wiを もた せ な が ら、 ドー ム で

開か れ る 多様 な 1と しな ど、 牒!逆 す る業 務 の 誘 数 を 考 え る。

(4)大 肌 棋 瘍〕:中 場 に つ い て

ガ ラ ス状 の トンネル の ド湘
`等

ドー ム周 辺 に 半地 下 の巧と中 場 を 推 備 す る こ

とが 必 要 で あ るが、 さ らに この 場 合 に は 人 lit愉 遂 が 可能 で あ る新 交 通 シ ス

テ ムの 整 柿 が 必 要 であ る 】
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I 事業構造の検討

第 2章 事 業 計

当検 討作 業 の 目的 は、 那 聯i市 と地 主 会 の 突 の 一 本化 で あ る た め 、 ヨf tt I‖ 辻 の

検 討 につ い て は 、 事 業 の 基 本 的 な要 素 に つ い て公 共側 、 民 問 若 し くは 第 3セ ク

タ ーの いず れ が 主 体 とな るの か検 討 を行 う。

事 業 の構 造 は 大 き く土 地 所 有 主体 、 施 設 整 研i主 体、 運 営 管 J!主 体 の 3つ の 要 素

に 分類 し、 その 事 業 主体 に つ い て検 討 す る。

ま た この 中 で 公 共 側 の 事 業 主体 と して は 日、 垢t、 市 その 他 が 上げ られ る が、 らと

時 点 で は これ らを 限 定す る こ とは 困 対tで あ るゎ

さ らに、 土地 所 有 に つ い て は 各 ゾー ン単 位 の 検 討 とす る。

表 2-I-1 事 業 主 体 案

ゾー ン名

ソ
・―ン面 積

(ha) 施設名 延床 面積
(ド )

事業主体
(案 )

民 間
|

公 共

住 居 硼臣ζ&宅    264戸

商業施設 ____十 ~

46,800

11,200 硼　硼一商業サー ビス 商業施設

集 合住宅    264戸

ホテル     250室

ォフ ィス ビル

商業施設

世界 のいちば

逃 聖 江 理 ■ __

17,200
46.800

28,800

80,000
57,600

15,000
27,600

民 |'i]セ クター

民間セクター

民間セクター

民 間セクター

民 間セクター

民 間セクター

民 間セクター

業 務

複 合 5,7

国際交流 8.5 国 際 交 流・交 易 セ ンター

大 |― ル:2,300席
コ ンサ ー トホ ー ル

客 席 数 :2,300席
ホ テ ル

マーケット71レイス

企天候型助 lili物 1蒸 |

世界貴重 f・

tli辟 物館

琉球 王朝 ミニ子―マA・ ―ク
レジ十~ブ ~ル

屋内 プー ル

レ ス ト ラ ン

ツ
・
ェットワ消イルターミナル

鐘上塗立ニミ1上_____

２０

５

２８

側

一２０

３

800

700

800
300

000
200

6,000
1,500

800
800

功L3セ クター

クトリ(セ クター

民間セクター

民問セクター
/yヽ チkセ クター

クト)に セクター

公りkセ クター

互ヽ)(セ クター

クト)(セ クター

民間セクター

第 3セ クター

第 3セ クター

レクリエーション 8.5

フ
°
ロムナード公園

ハーバー公園 4.5 マ リー ナ

レ ス ト ラ ン

フリートレートソーン

1,800

″Я 3セ クタ

民 問セクタ
!呪  存フリートレート 5.8

道 路

珂ヽ 言1‐
!1.2

13  6  .     6

△ 57.8 57.8

※ゾー ン面積の合計 57.8haは 、埋立て面積 lhaを 含む。
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巾
山

算の

模

模

規

規

業

業

事

事

総

Ⅱ

　

ｌ

総 J「 来規快入 2  H

ゾ ー ン 名 面   積 (ha) 十  六  工  事 羊 工|| 事 ラン ドスケープ EE事 ,髄 言隻 薙竺 言隻 ri・ 太十注流 訂
‐

合  計

ア`
｀
― ン 公 畔 //、 畔 //、 //、

1 居住 3.2 場車駐
宅
設
舶

仁
施
緑

合
業
園

桑
商
公

85,32
0.00
0.00

237.05 1    0.00
30.01 1     0.00
26.931  0.00

００

００

４〇

一４０

０

０

３

一３

８

４

０

中２

３

４

〇

一８

・

　

・

　

・

一
　

・

０

１

　

一
２

１

　

　

一
１一一

25,137.64
0.00
0.00

０

０

０

0.00
0.00
0.00

322.37
30.01

140.33

25,562.40
49.45

25

０

一２

．一̈一一一一　^．　一　一一　　一一　　一ヤ）AS a2 i    n nn 293.99 1     0.00 0.00 25.187.64 o_oo l     o.oo 492_7 25.259.46

商 業 サー ビス 4.9
Ａ

Ｂ

宅
　
設
設
地

位
ル
施
施
緑

合
テ
業
業
国

集
ホ
商
商
公

６

８

４

４

７

６

８

２

６

０

・

２

１

８

３

７

〇

一１

６

９

３

０

〇

一〇

０

０

０

０

〇

一〇

〇

〇

〇

〇

０

一〇

158,031  0.00
83.02 1     0.00
37.011  0,00
141,031  0.00
63.74:  0.00

０

０

０

０

８

00
00
00
00
38

67.39
219。 62
97.90

373.09
0.00

0.00 1 23,042.14
0.00111,458.97
0.00 i    402.95
0.00 1    895.44
0.001   0.00

0.001  0.00
0.001  0.00
0.001  0.00
0.00 1    0.00
0.001  0.00

212.19
112.90
50。 33

191.79
332.12

23,109.53
11,678.59

500.85
1,268.53

0.00

23,321,73
11,791.49

551.18
1,460.32

332.12
37.456_83480.83 1     0.00 268.38 758.00 0.00 i 35,799.50 0,00 i    O.00 899,33 86.557

務業 3,7
オフィスヒ

゛
,レ (A)           3,7

オフィスヒ
゛

,レ (8)

126.00
0.00

0.00
0.00

０

〇

一〇

３

　

　

一３

8:   0
0i   O.
81    0.

0.00
0.00

926
0

21,687.41
12,894.34

0.00 1    0.00
0.00 1    0.00

476.08
0.00

22,613.51

12!.191:_94

９

４

一３

＾̈）^〔中）一　　　̈^
¨̈コ「̈〉　一　（い̈】̈小̈）

３

２

一５

59

34
92126.00 0。 00 n nn q2A ln 0.00 i 34.581.74 0_00 1     0.00 476.08 8435.507

4 復合 (商 業、業務 ) 5.7
世界 の いちば

世界 の
'ヽ

°
ワーセンター

公園緑 封1

0.00
0.00
0.00

186
234
131

0,00
0.00
0,00

００

００

８８

一８８

０

０

１

一１

６

６

０

中１

１

３

〇

一５

・

　

・

　

・

一
　

・

９

６

　

一５

４

２

　

一７

5,024.80
6,927.35

0,00

0.00
0.00
0.00

253.00
318.29
682.95

5,516.96
7,192,70

0.00

b, r6u.uも

7,510,99
682.95

13.963.90151_20 0.00 551.16 0.00 0.00 : 11.952.14 0.00 !     0.00 1.254.24 12,709.66

5 流一父際国 8.5
国際交流 ・交易センター 2.2
コンサートホール             1.8
ホテル        1,0
マーケットフ

◆
レイス(A)        0.8

マーケットフ
°
レイス(3)        1.4

公囲緑地 _… … … … … …1!‐ ユ

４

８

０

４

８

０

・

４

８

８

０

２

６

〇

一６

78
65

36

30

49
0

260

０

０

０

０

０

〇

一〇

〇

〇

〇

〇

〇

０

一〇

５

４

２

２

３

８

４

０

０

０

０

０

２

４

９

３

０

４

８

５

９

２

１

１

　

１

　

８

0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

212.87
207.52

0.00
0,00
0.00

359.10

0.00
0.00

226.80
222.26
365.15

0.00

１

５

２

　

一９

１

１

０

０

０

〇

一１

４

２

０

０

０

〇

一６

３

６

０

０

０

〇

一９

６

４

　

　

　

　

　

一〇

０

０

９

４

８

〇

一
１

一

〇

〇

９

４

１

〇

一６

一

〇

〇

８

６

０

〇

一５

一

６９

０８

９‐
　
一６９
・

0,00 i    O.00
0.00 i    O.00
0.00 1    0.00
0.00 1    0.00
0.00 1    0.00
0.00 !     0.00

6.574.16
1,702.65

136.02
114.26
187,71
444,38

9.159.19

0.00
0.00

11,925。 79

5,308.70
3,275.33

0,00
20,509.82

6,574.16
1,702.65

12,061.81
5,422.96
3,463.04

444,38
29.669.01779.49 814.21 0_00 1    0.00

6 レクリエーション 8.5
全天候型動植物公園  3.0
博物館        1,2
人エ ビーチ      1.2
レジャープール    1.0
屋内プール      1.2
駐車場        0,9

109.08
44.64
42.48
36.00
28.44
0.00

260.64

０

０

０

０

０

〇

一〇

〇

〇

〇

〇

〇

０

一〇

４

８

０

９

５

一〇

２

１

０

７

３

一６

196.34
100.44
510,03
86.40
40.95
25,92

0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

2,621.22 1     0,00
5,258.221  0.00

0.00 :     0.00
0.00 1     0.00

1,962.36 i     O.00
0.00 1      0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

１

０

０

０

０

〇

一

１

０

０

０

０

〇

一

・一一一一一一一一一一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

3,415.82 1       0.00
5,527.331  0.00

670.54 1       0.00
222.42 i       O,00

2,110。 771     0.00
61.83 1      0,00

3,415。 82
5,527.33

670.54
222.42

2,110,77
61,83

12.008_71960.09 0.00 9.841.80 :      0。 00 186.11 :    0.00 12.008.71

7 プロムナー ド公園 78
ミニテーマハ

争
_ク             0.6

レス トラン     0,9
ター ミナル      1.0
公園緑地       5,3

21.60 1    0,00
30.60 1     0.00
34.20 1     0.00
0.00 i    O.00

60.01
85,02
95,02

586.20

0,00
0.00
0.00
0 00

528.12
0,00

57.46
1.144.26

0.00
82.62
0.00
0.00

０

０

０

４

一４

０

０

５

〇

一５

０

４

一４

0.00
335.79

0.00
0.00

335.79

2,316.601 0.00
471,74 1    0.00
108,09 1    0.00

7.016.80 1     0.00

００

４‐

００

０〇

一４‐

０

８

０

〇

一８

．́̈
¨̈一一　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　．「・一̈一一一．．

６

７

０

７

一１

２

８

０

８

・０

９

５

１

５

２̈

２

　

　

１

９

一４

2,926.33
1,005.77
1,100.66
9.587.31

86_40 i    O_00 826.26 0.00 1.729.84 82.62 9.913.23 1    0.00 14.620,07

ハーバー公因 4.5
ハー メヽ一 施 設      2.3
公園 緑 川1      2.2

82.08 1    0.00
0.00 1    0.00

228.05 1     0.00
175.05 1     0.00

258.55
315.90

00
00

０

２

一２

．一̈一一一一　．　　一　　．・・一̈一一．．．

２

７

一〇

１

２

一３

６

９

一５一１

1,925.29 i  O,00
1.140.48 1    0.00

3,255.10
2,023.91
r3.279,01

1      0.00
1     402.95

1     402.95

3.255。

2,426
5.681.

１

８

９

82_08 1    0.00 403.10 1    0.00 574.45 0.00 3_065。 77 :    0.00

フリー トレー ド 5.8
フリートレート リ ーン 8 0.00 :    0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1     0,00 0,00:  0.00 0.00 0.00 00

00

０

　

　

一
〇

o_oo l    o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1     0.00 0.00 i    O.00 0,00 1      0.00

路
一日
一

5.2
5.2 808.36 :    0,00 1.432.08

1,432.08

0.00

0.00

0.00 0,00 0,00 :     0.00 0.001  0.00 2,240 0,00 ２

　
　

一２

240

240808.36 1    0.00 0.00 0.00 0.00 i      O.00 0。 00 1    0.00 2.240。 44 0.00

I イ也のク
て

957.15 1    0.00

957_lr3 1     0.00

1,656.81

1_656.81

0,00

0.00

0.00 0,00 0,001   0.00

0.00 i      O.00

0,001  0.00 2,613 0.00 2,613.96

0.00 0.00 0.00 1     0,00 L613.96 i      o,00

計人
口 57.8 57.8 2,987.91 1     0,00 7,563.82 1     0.00 977.53 3,460.27 19,950。 95127,905.37 3,165.111 0.00 48.625 131.365.64 179,990。 96

ソ
Ⅲ
― ン面 積 合 計  57.8h at 一団 th aを 含 む
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2・ 総事業規模の要素

基本的に総事業規模は以下の 3要 素の構成 とす る。

① 建   設   費 :基 盤整備、施設整備、環境整備に直接必要な建

設費

② 付 帯 設 備 費 :建 設費以外で必要な設備費

(例 )備 品等

③ 調査 。計画・ 設計費 :基 盤整備、施設整備、環境整備を行 う際の調査、

計画、設計等に必要な費用

以上を図式化す ると以下のよ うになる。

③ 調査 ,計 画・設計費

② 付帯設備費

① 建設費

③ : ①X3%

② : ①×10～ 30%

① : 各種建設費の積み上げ

|
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3.建設規模の算定条件

1)土木工事
。現在の衛1装 を含む米軍施設は撤去 されることと し、大規模 な地下埋設物 は

ないもの とす る。

・ 9m以 下の道路は各区画が未確定であるため 1・ 000ぽ /haを 計上す る。

・域外の取付道路については必要 と思われ る簡所について計上す る。

2)主幹設備工可f

・ 調査 によ り基本的な供給状態を把握 し、施設規棋か ら管路の系統 とサイズ

を設定す る。

・地域冷暖房は採用 しない。

・水路の水源は港 内の海水 。中水・上水 と し、取水循球のための設備 を計上

する。

・共同ユ‖は「 r ilし ない。

・ CAI〕 はサブ管路部分を計上す る。

3)ラ ン ドスケープ■と
J手

全体の グ レー ドを 1段 階に分類 し、 それぞれの用地単位で適 当な単価に造

囲対象市i積 を 衆じたものを計 にす る。

4)施 設建設賀

基本的に以 ドの 2つ の方法で l・lt棋 を設定す る。

①数量的に捉え るべ き施設については、那聯i市 の将来需要や関係権利者の必

要 な数量 を検 討 し、 また川地肌棋 か ら可能 な整備規模 な どを考慮 し数量 を

設定す る。 集 合住 宅や、 商業施 設、 また業務施 設が この方法 による。

②類似事例 を調益 し、逆iEな 規模 を設定す る。

ホテル、 国際交流・交易セ ンター、 博物 鮎、 マ リーナ クラブハ ウス、.室 内

プール、 ター ミナル等が この方法 によ る。

施 設建設 貨は、 上記の施 設肌棋の川途 に応 じた処 設単 fllliを 来ず る事 によ っ

て算 出す る。 また、 付イ|:施 設 子セは その施 設 が起 営、分譲す るための必要 な付

帯施 設、 例 えば 家 具、 備 111等 をその施 設の川途 によ り設定す る。

5)海 洋土木 I ttf

現地 の調 査 よ り

'強

チ社の状態が比較的良 好 と考 え られ、 部分 的な護岸修彼 」i

事 で対応 でき る もの とす る。 水深は対岸 と同 じ9mと し、 標準地 継面は日VL+

2mと す る。
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41 供給処理施設の算定条件
1)上 水 道

前 ltliの 国 道 に 600mm、 450mmが 敷 設 され て お り、 海 底 トンネル に も 予引Iの た
め 600mmが 検 詞 され て い る。

勲 Υ
理

/  予
備600mm

450mm

図 2-H-1 11水 道 供給 状 況
2)下 水 道

I山 ド交 差 点 lNl近 に ポ ンプ場 が あ り、 そ こか らの 敷 設 が W〕 能 であ る

図 2-H-2 ド水 道 イナti卜、1人 況
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3)ガ ス

山下 交 差 点 ま で 中圧 、 低圧 が 引か れ て い る。 仝 域 的 に ガ ス冷 暖 房 を 検 詞 す

る場 合 は、 中圧 の 供 給 が 必要 で あ るが、 住 居 ゾー ンだ けの 供 給 で あ れ ば 低 圧

で 充 分 で あ る。

図 2-Π -3 ガ ス供 給 状 況

4)電 気

本 計 画 の 南 側 に 変 電 所 が あ りそ こか らの 供 給 が 可 能 で あ る。

図 2-Ⅱ -4 電気 供 給 状 況

埓
/

券亀o

リ
ル
礁
熙

低 圧
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質
υ NTT

前 面 の 国 道 に 敷 設 さ れ て い る が 、 回 線 は

計 画 の た め 光 ケ ー ブ ル の 敷 設 が 必 要 と考 え

本計画分 は見込 まれていな い。 木

られ る。

回線 の 整 備 状 況

水路

水路 は、基本 的 に「 修 景 型水路」で検 討 され るこ と

ては公園、緑地 での整 備 と して考え ることにす る。

水 源 と しては、 海水、 中水、 上水 が考 え られ るが、

断す ることが可能 であ り、 複数の水 源を利用 す る事 も

つ いては、今後 各用 地 の水 量や整備 手法、 維 持管理 な

す ることにす る。

ラグー ン型人エ ビーチの水源については、将来的な水質の確保 も考え、

一フの外側か らの取水 を考えた場合の建設費の算 出とな っている。

7)地 域 冷 暖 房

地 域 冷 暖 房 とは 都 市 部 の 面 的 開発 と併 せ て複 数 の 建 物 に 一 つ の 熱 供 給 プ ラ

ン トか ら暖房 、 冷 房 、 給 湯 等 を行 うこ と に よ り、 省 エ ネ ル ギ ー、 公 害 防 止 と

者卜市 防災 、 市街 地 の 高 度 利 用 の 促 進 を 図 ろ うと い う シス テ ム で あ る。 本 計 画|

の 場 合 、 航 空 法 の 空 域 制 限 か ら土地 の 高度 利 用 が さほ ど刃1待 で きず 、 地 域 冷

暖房 に か か る コ ス トと比 較 して、 個 別 も し くは ブ ロ ッ ク別 の コー ジ ェネ レー

シ ョ ン (熱 電併 給 設 備 )が 現 実 的 と考 え られ る た め、 この 段 階 で は地 域 冷 暖

房 は採 用 しな い こ と と した。

図

6)
にな り、整備 手 法 と し

実質 的には各用 地 で分

可能 であ る。 この 点 に

ど総 合的に検 討 し判断
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8)共 同滞 とキ ャプ システム

共同溝 とは、 電話、 電気、ガス、上下水道等の各種公益供給処理施 設を整

理統合 して収容 し、路面の掘削を伴 う地下の 占用を制限 し、道路の構造 を保

全 し、 円滑な道路交通を確保す る事を 目的 とす る。 また都市景観及び都市 防

災機能の改善について も有効である。

キ ャブ システムは電線類の地 中化 によ り、安全で快適な通行空間の確保、 都

市災害の防止、都市景観の向上等を図 り、今後急速に進展す る高度情報化 に

的確に対応 した道路空間を形成することを 目的とす る。

当計画の事業規模の算定には、各ブ ロックが比較的大きなブ ロックであるこ

とか ら、個別埋設によ つて算 出 した。
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Ⅲ 整備手法の検討

全体計画作成1 1

整 備 手 法 につ い て は、 以 下 の 4つ の 要 素 に分 け て検 討 す る。

「 全 体 計 画 」 「 基 盤 整 術 」「 環 境 整 備 」 1施 設 整 備 」

整 備 手 法 は、 基 本 的 に は「 全 体 計 画 」 か ら最 終 の 「施 設 整 備 Jま で 一 貫 した

手 法 を 軸 に考 え るべ きで あ る。 さ らに 重 要 な 点 は、 開発 の 米 本 コ ンセ プ トを 実

現 で き、 か つ 全体 ス ケ ジ ュー ル に 合 致 し、 公 共 と民 1側 の特 徴 が 出せ る手 法 が 望

ま しい。

今 回の検 討作 業の結 果、 那覇市 と地 主会が それぞれ に検 討 していた跡地 利

用 計画 を 1案 にす ることにな るが、 あ くまで基本 的な点 につ いての合意で あ

る。 本格 的な合 意案の作成 には、 それ ぞれの 内部調整 な ど今後 充分な検 言可
・
朗

間 を必要 とす る。 さらに本 計画を現実の ものにす るために、 各 関連行 政機 快l

の協力 を得 なければな らない。 この ために今回の検 討作業 を受 け、 金休 計融i

を基本 計画 レベル でま とめ、 関係 者 に認知 させ る必要があ る。 この全体 計山「

の作 成の ために以 下の 3つ の事 業 を検 討すべ きであ る。

)街並 み 。ま ちづ くり総合支援 司f業

(1)事 業概 要

街並 み 。ま ちづ くり総 合支援 事業は、 美 しい街並 みの 形成 と Fill tt li大

を活 か した地域主導 の個性 豊 か なまちづ くり、 市街化 区域 内の 計 Wi的 宅

地化及 び都 心 における交通環境 の改善 を打と進す るため、 地 方公共 団体等

に対 し、 国が必要な助成 を行 う制度 を確立 し、 もって公共 の 福祉 に寄与

す ることを 目的 とす る もの であ る。

(2)本 計画 に対す る適性

① 本事業の 目的は、 ま ちづ くりに関す る基幹的なヨT業 の実施 に併 せ地 IX

計画等 を活用 し、 公共施 設 と建築の 調和 した美 しい‖
J‐ 並 みの 形成 と倉1

意工夫 を活か した地 域主導 の佃性豊 か なま ちづ くりを推 進す る事業 と

して実施 され る もの であ る。 この事 業 目的が、 当開発 の コ ンセプ トに

合致す る。

②街並 み 。ま ちづ くり支援 施 設堆術ヨT業 と して地 区施 設の道路、 公囲、

緑地 な どか らせせ らぎ、 カスケー ド、緑化施 設な どれ,助 の 対象 が 多様

であ る。
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③ 「地 区の全部 も しくは枢要 部分 を含む相 当の区域 につ いて、地 区計画

その他 の規制 。誘導措置が講 じられ るまたは講 じられ ることが確実 と

見込 まれ ること。 Jと うたわれ てお り、 本地 区は土地 区画整理事業 の

中 し出換地 を基本 に基盤整備事業 を考 えていることか ら、補 助 の要 件

に合致す る。

④ 事業 の検 討作 業の流れのなか では じめの「基本計画の策 定」は市 ‖∫村

によ る作 成、 県による指導 であ るため、 現在 県によ って進め られてい

る「 国際都 市形成整備柑想 」 と「 当開発計画」のす り合 わせが可能 と

な る。

⑤ 全体 計画の策定は土地 区画整理事業 等 に関わ る基本 計画 の策定調査 等

を活用 す ることができる。

2)地 区計画調査

地 区計画 は住 民の生活 に身近 な単位 と して、 道路、 公因な どの施 設の配

置や建 築物 の建 て方な どにつ いて、地 区の特性 に応 じてきめ細か く定 め る

ま ちづ くりの予|・ 画であ る。地 区計画制度 の 内容 は地 区計画等の方針 と地 区

整備 計 画策 定 であ り、 内容は以 下 の通 りであ る。

(1)地 区計画の方針
。地 区計画の 日標

・ 土地 利用 の方針

・ 地 区施 設の整備の方針

。建 築物 等の整備の方針

。その他 当該地 区の整備、 開発 または保 全の方針

(2)地 区整備 計 画

・ 地 区施 設の配置及 び規模

(道 路、 公 園、緑地、広場、 その他 の公共空地 )

・ 建 築物 に関す る制限

(用 途、 容 積、 建ぺ い率、 高 さ、 壁 面Tの 位置等 )

。土地 利用 に関す る制限

(現 存 す る車地 や樹林地の保 全 )

前 述 の街 並 み 。ま ちづ くり総 合支援 事 業 とは地 区計画の誘導 が条件 にな

って お り、 一体 とな って推進 され るべ き制度 であ る。

3)港 湾事 業 調査

当開発地 域 は現在 は臨港地 区には指 定 されていないが、 その一部 で将来

的 に対岸 の刀卜覇埠頭地 区 と関連 した形 の港湾機能の整備 も考 え られ る。 ま

た 当開発地 区の検 討 において も、 整備 手 法上か らも一部の臨港地 区の指 定

は必要 であ る との検 討結 果が記述 され て いる。 この よ うな背景 か ら港 湾狽1
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で全体計画の策定を行 うためには、港湾事業 調査 とい う形で当地 区及 び 関

連地 区の検 討 を行 うことが好 ま しい。 また港 湾の民活が考え られ る事業 に

つ いてその可能性 を含めた検 討を行 うべ きであ る。

以上の全体 計 画策 定のための調査は、都 市側 と港湾側の線 引きを して とい

うことではな く、 事業主体の事業 に取 り組む体制等 によ って必要 であ る ど

ちらか、 若 しくは両方の実行 を検討す るべ きであ る。

1)土 地 区画整理 事業

(1)事 業概要

都市計画 区域 内の土地 につ いて、 公共施 設の整備改善及 び宅地 の利 用

の増進を図 ることを 目的 と し、未整備 な市街地等 において換地方式 を用

いて、 各土地所有者か ら少 しずつ提供 (減 歩 )さ れた土地 を道路、 公 園

等の公共施 設用地 に充て これを整備す るこ とによ り、残 りの土地 (宅 地 )

の利用価値 を高 め、健 全な市街地 とす るこ とを事業 内容 とす る。

(2)本 計画 に対す る適応性

本計画の場合、 土地 区画整備事業の「 申 し出換地」 とい った手法 が必

要 であ る。 それは主 に以下の理 由か らであ る。

①水際の土地を所有す る民間の地権者 にとって、おそ らく臨港地 区指定

されるであろ う従来の土地以外に、将来の生活設計にあ った土地 を選

択す る可能性を残すため。

②都市的な土地利用を図 り、施設の敷地 を大 きな単位で維持 し、共 同建

築を推進す るため。

このよ うな「 申 し出換地」を実現す るためには、 まず この方法を関係

者に充分理解 して もらう必要がある。

また、「 申 し出換地」をするためには「 建築協定」「地区計画」を前

提に した街づ くりのガイ ドラインの検 討を始める必要がある。

2)港 湾整備事業

基盤整備 と しての港湾整備事業は主 と して公共 (国 、港湾管理者 )に よ

って行 われ る港 湾整備事業があげ られ る。 港 湾整備事業 とは防波堤、 航 路、

泊地、岸 壁、 道路、 緑地等の基本的な施 設 を公共事業 と して整備す る事業

であ る。 整備 方法は、 国 自ら行 う直轄事 業 と港 湾事業者が行 う補 助事業 に

分かれ る。 国 と港 湾管理者等の整備資金 の負担 割合は港格、地域 に よ って

異 なるが、 今 後施 設がよ り具体 的に検 討 され る段 階で整備手法 につ いて も

基盤整備事業
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3)基 盤 整備 事 業 の イ メー ジ

都市側 土地区画整理事業

(街路の整備)街 並み 。まちづ くり支援基盤整備促進事業
道路改築事業
総合都市交通施設整備事業
沿道環境整備事業

キャプシステム整備事業

(下水道の整備)街並み 。まちづ くり支援基盤整備促進事業
公共下水道事業
都市下水路事業

街並み・まちづ くり支援基盤整備促進事業

商業地域振興整備事業  (特定地区のみ )

具体的に検討 し港湾計画に位置付 ける必要がある。 また民活 関連のプ ロジ

ェク トに必要な公共施 設の整備に活用できるものであ る。特 に岸壁、桟橋、

船揚場等の係留施設、道路、駐車場等の臨港交通施設、海浜、緑地、広場

等の港湾環境整備施 設等は充分にその導入を検討すべ きであ る。

基 盤整 備 事 業 イ メ ー ジ
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)民活法特定施設整備事業 (根 拠法 :民 活法、租特法、地方税法 )

民活法特定施設は、 民活法第 2条 に うたわれている以下の施設である。

①研究開発・企業化基盤施設

② 電気通信研究開発促進施設

③情報化基盤施設

④ 電気通信高度化基盤施設

例 )電気通信高度化基盤施設、多 目的電波利用基盤施設

⑤国際経済交流等促進施設

例 )国 際見本市場施設、国際会議場施設、国際交流研修施設等

⑥港湾利用高度化施設

例 )旅 客ター ミナル、港湾業務用施設、港湾文化交流施設等

⑦ 国際情報型地域開発基盤施設

例 )地 域情報管理基盤施設、術星通信高度化基盤施設等

③ 国際 ビジネス交流基盤施設 (ワ ール ド・ ビジネス・ ゾー ン)

③農林水産研究開発・企業化基盤施設

⑩漁港利用高度化施設

例 )漁 港複合施設、漁港業務用施設

①総合流通機能高度化施設

例 )物 流高度化基盤施設、卸共 同流通 ター ミナル

⑫大規模都市鉄道新線多 目的旅客ター ミナル施設

2)特 定 民間都市 開発事業 (根 拠法 :民 間都 市開発 の推進 に 関す る特別 措置法 )

民間事業者 による優 良 な都 市 開発事業 を推進す るこ とによ り、 良好 な市

街地 の形成 と都市機 能の維 持及 び増進を図 り、 もって地 域社会の健 全 な発

展 に寄与す る。

例 )福 岡タ ワァ、 シーサ イ ドももち、 函館 シーポー トプ ラザ、 京阪瀬戸

大橋 フ ィ ッシ ャーマ ンズ 。ワー フ、 ケイ ヒン六 甲アイラ ン ド 等

3)小 型船拠点総合整備事業 (根 拠 法 :日 本 開発銀行 法 )

小 型船例点総合整備事業 は海洋性 レク リエー シ ョン活動 の 中核 にな るマ

リー ナの整備 を 目的 と してお り、港湾計画に位置づ け られてい る、 あ るい

は位置づ け られ る予定 であ ること及 び公共事業 と一体 的 に整備 され ること

が要件 となる。
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(対 象 施 設 )

桟 橋、 駐 車 場、 ボ ー トヤ ー ド、 艇 庫、 ク ラ ブハ ウ ス、 そ の 他 これ らに 必 要

な 用 地 等 マ リー ナ の 基 盤 施 設

4)港 湾 機 能 支 援 施 設 整 備 事 業 (根 拠 法 :港 湾 法 )

港 湾 整 備 事 業、 海 岸 整 備 事 業 に 含 ま れ る事 業 で あ る が、 平 成 3年 度 よ

り新 た に 創 設 され、 港 湾 管 理 者 が 港 湾 業 務 施 設 や 緑 地、 マ リー ナ 等 に お

け る 各 種 利 便 施 設 の 整 備 を 起 債 に よ って 行 う事 業 で あ る。

(対 象 施 設 )

港 湾 業 務 ビル、 港 湾 情 報 処 理 施 設、 休 憩 所 (売 店、 レス トラ ンを 含 む )、

シ ン ボ ル タ ワー、 魚 釣 施 設、 イ ベ ン ト・ 交 流 施 設、 加 工 展 示 等 施 設、 研

修 ・ 宿 泊 施 設、 そ の 他

5)施 設 整 備 事 業 の イ メ ー ジ

図 2-Ⅲ -2 施 設整 備 事 業 イ メー ジ

凡  例

H 民活法特定施設整備事業

H 歴 史民俗資料館建設費補助金 (文 化財保護法 )

“

共 同駐車場整備促進事業

H 潜湾整備事業

“

社会体育施設整備費補助金 (ス ポー ツ振興法 )

I  I 起債事業   まちづ くり特別対策事業
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4・ 環境整備事業
環 境 整 備 と は 主 と して、 緑 地 、 公 園 等 の オ ー プ ン ス ペ ー ス の 整 備 を 意 味 し、

港 湾 側 、 都 市 側 に 分 け て 考 え る。

1)整 備 手 法

港 湾 側 :港 湾 整 備 事 業 と し て 整 備 す る。

都 市 側 :都 市 施 設 の 公 園、 緑 地 と し て 整 備 す る。

2)環 境 整 備 事 業 の イ メ ー ジ

環境整 備事業 イメ

凡  例

港湾側 H 緑地整備    港湾整備事業

都市側

“

公 園緑地 ・
園
地

み
公
緑

並
幹
市

街
基
都

まちづ くり支援基盤整備促進事業

H アクアパー クモデル事業
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5t全体計画作成と関連調査の関係について

<全体計画 > <衡づくリガイ ドライン> <土地 区画整理事業調査 >

意 向調査・ 調整 申 し出換地 同意

ガイ ドライン案作成

修 正1案 作 成

定決
■
のｌ
ｌ

区

一

地

デ
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計画 の推 進 に向 けて





第 3章  計

I 開発の手順

画 の推進 に向 けて

仮 に返還 時期 を 5年 後か ら10年 後の間 と し、「 3-Ⅱ  基盤整備 までの スケ

ジュール案 」 を もとに検 討 を行 うこととす る。

基本 的に開発 の手順 は、 主 と して公共側の投 資 によ って集客性施 設を先行 推

備 し、 充分 な宣伝効果を期 待す ることが望 ま しい。 その施 設整術 と環境 整備 を

大 き く次の 3段 階 に分 けて検 討す る。

第 1期「 集 客」

主 と して公共側若 しくは公共 と民間の共 同事業 による交通施設 と集客施 設。

・ ジ ェ ッ トフ ォイル ター ミナル、観光船 ター ミナル
・ マ リーナ とその 関連施 設
・ プ ロムナー ド公園
。マーケ ッ トプ レイス
・ 国際交流・ 交易セ ンター
・ 琉球王朝 ミニテーマパー タ
・ 全天候 型動植物 園
・ ラグー ン型人エ ビーチ

第 2期「 発展」

主 と して民間の投資 によ り第 1期 の開発 の特徴 をよ リー層明確にす る。

・ マ リーナ側 の ホテル、集 合住宅
。レジ ャープール
・ 世界の い ちば
。世界貴重種博物館、御物 城資料館
。シ ョッピング ヴィ レッジ

第 3期「 完成」

開発の最 終段 階 と して開発 コンセプ トに沿 った形の都 市の形成を完結 す る。
C集 合住宅
・ オ フ ィス
・ ホテル
。室 内プール
・ 世界のパ ワーセ ンター

以 上の施 設の 内容 は、 現在 の計画にあ る もの を前提 と しているが、 将来 的

には これ らの施 設 につ いて時代のエーズや民間デベ ロ ッパ ーの考え方、 公 共

側 の予算 の問題 やその他の点 につ いて随時検 討 され修 二Lさ れ るものであ る。

さ らに開発 の手順 につ いて も施 設の 内容 に と もな い総 合的に検 討 され るべ き

であ る。 いず れの場合 で も公共側 と民間側 が協力 し、 充分 に開発の基本 コ ン

セプ トを反 映 させ た魅力 あ る都市を創 るこ とにつ いては共通す るところであ

る。   ・
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Ⅱ 基盤整備までのスケジュール寡

班 在 1年 目 2年 目 3年 目 4年 目 5年 目 6年 目 7年 目 8年 目 9年 目 10年 目 H年目 12年 目 13年 目

1)調 整

国 。県

那覇市

地権者

2)全体計画

那覇市

街づくり
ガイ ドライン

4)基器整備

(都市サイ ド)

Jl地区画]路ユI!

(港湾サイ ド)

港湾言rlllli

。まち″港湾整備事業調査
地区画整理調査  |

!

Ｏ
θ

施行区域の
1  決定

施行規瀧、事業
計画の作成

地区計画測定
(建築協窟許可)

事業計画 1換地設計 |

十一―一――■―キー……>

1換地処分
一十~~~~:‐ ~~~… …>

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
・

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ■ ‐ ‐ ■ ● ‐
:>

港湾事業調査 緑地、改修工事、埋立工事

―
査

！
調整

説明会 。意向調査①

14年 目 15年 目

※表中の i街 。まちiと は、建設省の事業である「街並み 。まちづくり総合支援事業」の略称である。
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第 4章 今 後 の課題

跡地利用計画 は多様 な狽J面 を もってお り、「 基地 問題 」「地域経済の‖↓題 」

「都市の問題 」等、 その他 に もさまざまな視 点 で議論 されなければ な らない。

しか し明確 であ る ことは、次の点であ る。

① このプ ロジ ェク トの成否は観光、 貿易 な どの点で沖縄 県に とって形響

が大 きい。

②返還 に対 し、 行政側、 民間狽Jと も充分 な用 意が必要 であ る。

よ って当検 討作 業 は、 この 目的の達成のために重要 なスター トを 切った こと

にな る。 さらに一 歩「 開発」 とい う目的に近づ くため、 い くつかの課題 につい

て提案をす る。

1)プ ロジェク トを推 進す る組織

当検討作 業 では那覇市 と地権者の代表 であ る地 主会の共 同作 業 によ って

統一案作 りが実現 した。今後 このプ ロジ ェク トを総合的に と らえ、 各検討

作業 を系統 的 に推進す るため、 中心 にな る組織 の形成が必要 であ る。

平成 7年 度 は「 跡地利用計画検 討委員 会」 とい うかたちで関係者 が参加

し、率直 な意 見交換 を行 った。 この委員 会 には那覇市側、地 主会側 ばか り

ではな く、 沖縄 開発庁、 沖縄 県 さらに学識経験者等、 それぞれの立場の人

が参加 し、 意 見交換 を行 う事ができた。 今後 このよ うな大規模 プ ロジェク

トを検討す るためには、 この意見交換 と情 報交換 の場を継続 的に維 持す る

ことが必要 で あ る。 さらに、将来 的には 関係者 の粋 を広げ、情 報を受 けと

め発信す る機 能 も必要 にな る。 この場合 に も前述のよ うな組織 が核 にな り、

さらに充実 した組織 にな ることが望 まれ る。

2)地 主 会 の 合 意 形 成

民 間 の 土 地 所 有 者 の 組 織 で あ る地 主 会 に と って は、 計 画 を推 進 す る ため

に組織 と して の 合 意 形 成 が 重 要 で あ る。 そ れ は 主 に以 下 の理 由 に よ る。

①土地利用計画に民間の意見を効果的に反映 させ る。

②土地区画整理事業で「 中 し出換地」を推進す る。

③公共施設整備の段階か ら民間の土地所有者が優良な開発会社 と協力でき

る状況を作 り出す。

このよ うな合意形成には、プ ロジェク トの主要な点についての充分な検

討と説明が必要 である。民間の土地所有者 と して権利を主張す るだけでは

な く、む しろ開発 に対す る民間の投資の重要性 を理解 し、 その投資を誘導

できるよ うな状況を公共 とともにつ くり出す必要がある。
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3) 開発 スケ ジュール の検 討

開発のスケ ジュール を検討す る場合、 そのプ ロジェク トを取 りま く多様

な環境を無視 す ることはできない。本計画の場合 も他の軍用地 と同様 に、

多様 な側面を もち、 早期 に開発す ることのみを前提 に考 え る事 はで きない。

従 って開発 につ いて関係者の充分なJ!解 を得 ることが最 も着実 にプ ロジェ

ク トを推進す る方法であると考え られ る。 さらに、 企体の大 まかな スケ ジ

ュールを作成す ることは開発の手順を明確 に し、 かつ 日標 と しての 意味を

持つ ために重要 な作業 であ る。

本計画の スケ ジュールを検 討す る際に重要 な点は、 1返 選 の時期 」であ

るが、 この件 につ いては現在の ところり1言 できるよ うな状況では な い。

また「沖縄 におけ る駐 留軍用地の返還 に伴 う特 別措置法」 (軍 転特 l普 法 )

によれば返還 後の地 主に対す る有t償 は「返選後 3年 を超えない範 llllで 地代

相 当分を支払 う」 ことにな ってお り、地 主は この 3年 間で事業 を開始す る

用意を行 い、 その後現在の地代に代 わる収入 を得 る事 が理想 的であ ると考

え る。 しか し「 3-Ⅱ  基盤整備 までの スケ ジュール案」か ら検 討 してみ

ると、返選の ‖手期 によ っては、 この スケ ジュールが厳 しいことが判断 で き

る。 重要な点 は、 本 計 lllliの 関係者が この 開発の総合 スケ ジュールを常 に頭

に拙 きなが ら、 軍転特 措法の補償期 間の見直 しを含め多様 な問題 に対処す

べ きであ るとい う点であ る。

周辺の開発整備 計画 との整合

那覇市を含 め本 計画の周辺 には幾つかの 開発整備計画「があ り、 その 中に

は、 かな り現実 的 にな っている もの もあ る。 これ らの計画は それ ぞれを単

独 に考え るの では な く、地域全体が発展す るよ うに考 え られなければ な ら

ない。本計画の 開発後 は、大量の人を集 め、 関連す る さま ざまな事 業が成

立 し、 また定住 人 日も増加す ることが考 え られ、以 下のプ ロジェク トとの

整合性 も検 討すべ きであ る。

①那助i市 総合計画

② 那覇市都 市 マス タープラ ン

③沖縄 自由貿易地 域の拡 充整備計画

④ 空港施設整 備 計 画

⑤ 対岸の港湾整備 計画

⑥ 臨港道路整 備 計画

⑦都市モノ レール 計|・ 画

⑥ 国道整備計 画

フ ォローア ップ (推 進 )調 査の必要担

平成 7年 度 の 調査の 目的は、那朝市案・地 主会案の基本 的な点 での計画

のす り合 わせ であ り、 この 日標はほぼ達 成す ることが で きた。 しか し、 基

本計画 レベル での 調査 につ いてはまだ議論 されてない部分 もあ る。

以 上のよ うな調査以 外 に も基本計画を策 定 し、 次 の段 階 に移行す るために

必要 な調査の洗 い 出 しを行 い、実行す ることが必要 であ る。

4)

賃
υ
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6) 沖縄 県 との意見調整 と特 別調査の必要イと

現在、沖縄 県 と刃卜覇i市・ 地 主会の間では本 開発の基本 的な点 での 考 え 方

の相達点が見受 け られ る。 それは沖器と県が現在推進 している「 国際 都 市形

成整備構想 」 によ る那 覇軍港地 区の と らえ方 と那朝 市、地主会が持 ってい

る本 開発 に対す る期 待 とが食 い達 ってい ると もいえ る。

この点につ いては で きるだけ早期 に連絡機 関を設け、 定期 的に意 見交換

す る場を作 る ことが必要 であ る。 また、連絡 。調整 に とどま らず、 嚇t独 自

に国際都 市形成整備オ‖想 における刃卜硼i軍 港 のあ り方を検 剖す る特 別 調査等

を実施す るこ と も必要 と考え られ る。 さ らに今後 この問題 に限 らず、 IJ有

地 の処分交 渉の問題、 各種整備事業の実施 の 問題 を考慮 す ると、 早期 に■|

互の意見を調整 し同 じ方向で開発 に取 り組む体 制 を整 え ることが必 要 であ

る。

民間デベ ロッパ ーの参加の検 討

魅力 あ るウ ォー ター フ ロン ト開発を行 うため には、 民間の優 れ た 開発 ノ

ウハ ウが必要 であ る。 「 表 2-Ⅱ -1 総事業規模 」か らも現れ てい るよ

うに、 この地 区の 開発 の ためにはかな りの民間の投 資が必要 であ り、 さ ら

に施 設整備後 の運 営 に関 してはむ しろ民 間が主体 とい って も辿 言ではな い。

このよ うな 開発 に必要 な点は、 開発の早 い時点 で優 良 なデベ ロ ッパ ーの

意見を反 映 させ る ことであ る。 もちろん特 定の デベ ロ ッパ ーをただ ちに決

めな くてはな らない とい う事 ではな く、 開発 を推進す る組織 に徐 々に その

意見を受 け とめ られ る体制 を とることが必要 であ る。 また場合 によ っては

核 とな る民間のデベ ロ ッパ ーを誘致す る為 に、 白治体 が主導 的に誘致 をす

ることも必要 と考 え られ る。

民間の総合的 な土地 管理 会社 の提案

このプ ロジ ェク トの基本 的な整備手法の一つ であ る土地 区 Wi tt llll事 業 で

は「 叶|し 出換 地 」 を提案 した。理 由と しては、

① 土地所有者 の将来 設計 に合わせ た換地 が可能 であ る。

② 都 市的な土地利用 が前提 とな り、 大規 模 な区山Fが 必要 と考え られ る。

③ 公有地 と民有地 が 混在 し、 民有地 は地権 者の数が多 く規模の 小 さい区山i

が多 い。

④ 都市 関連 と港 湾 関連 の整備が共存 し、特 に海 4Ⅲ は公共 的な土地 利用 が主

となる。

この 中 し出換地 方 式 は非常に複雑 な換地 の 方法 であ り、 選択の 水 準が多

い。 このよ うな流 れ の 中で民間の土地所有者 に と っては、 非常 に複雑 な |IJ

題 であ り、事 業 者側 に とって も理解 と認識 を させ るためにか な りの作 業が

必要 とされ る。 また、 中 し出換地 その ものは地権 者企員の |,可 意が必 妻 とな

るため、 この作 業 は必要不 可欠であ るといえ る。

さ らに、 民 間の 土地 所有者 は、 数 多 くの異 な った 土地 利州 の地 IXの 中か

ら、個 々にその地 区を選択す ることは困郎を と もな うことが 予想 され る。

7)

8)
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9)

また、 それ ぞれの地 区 ごとにデベ ロッパーやテナ ン トを探 し、事業の 方

式 を検 討す る ことな ど専 門的な ノウハ ウを必要 とす る。

このよ うな状 況のなかで民間の土地利用 計 lllllを 管理す る「 土地 管理 会社 的

な組織」の検 詞が必要 であ る。

その組織 を株 式会社的な組織 にす るか、 建設組合の よ うな任 意組織 にす る

か は さ らに検 討 されな ければ な らないが、 埼玉 県の「 大宮駅 西 日地 区土地

区画整 Ill!事 業 Jに 見 られ る管理 会社のよ うな組織が よい例 にな ると考 え ら

れ る。

しか し、 大宮の例は一つ の商業 ビルの建 設が 目的の組織 であ り、今 回の よ

うに さま ざまな土地利用 の地 区全体 を管理!す る組織の例 ではない。 本地 区

の 民間の土地 所有者 は約 950人 (会 社を含む )以 上あ り、 これが一つの組

織 と した場合の非効率 な点 も考慮 され なければ な らない。 また各 メ ンバ ー

の税金や相続 等の 1出↓題 もあ り、 この組織 を考 え る際 には、 この点につ いて

も検 討 されな ければ な らな い。

固有地 の取扱 いにつ いて

開発 区域 内の国有地、 約 21ha(防 衛施 設局資料 によ る)の 処分方法は新

本牧地 区で行 われ たよ うに「 3分 制方式」が原則 であ る。 しか しその 内約

3 haは フ リー ブー ンの用地 と して現在利用 され、残 りの 3分 の 1の 約 6 ha

が 国側 の利用 予定 とな る。 本 開発 では次 の点 に着 目 し、 利用 予定の 国有地

全体 につ いて、 道路、 公 区|、 緑地 等の公共施 設用地 と しての利用 を 目標 に

関係 省庁 と 17」J議 を始 め る必要 があ る。

① 長い期 間米 軍に接収 され、 その期 間土地所有者 はたいへ んな苦労 を強 い

られ た。

② 現在、 国側 は固有地 を利用す る具体 的な案 を策定 していない。

国有地 の全体利用 は、 開発 の基 盤整備手法 であ る土地 区画整理 事業 にお け

る減歩率 を下げ、 民 間の 開発 を容 易にす る事が で きる。 さ らに開発 の成否

を決 め る要素 で もあ る民 間の投資を誘導 しやす くな る。 この協議 には県 を

通 じての 1/JJ議 にな るため、 で きるだけ早 い時期 に県 と意見交換 を してお く

必要 があ る。

この問題 につ いては「 沖絹L県 における駐 留軍用地 の返還 に伴 う特 別 措置 に

関す る法律 」 (軍 転特 措法 )の 改正等 での対処 を提案 して い くことが必要

であ る。

0)国 際交流 ゾー ンの施 設 につ いて

本地 区の 中に開発 の特 徴 の 1つ で もあ る「国際交流 ゾー ン」があ り、 施

設 と して国際交流・ 交易 セ ンターが計画 され てい る。

この国際交流 ゾー ンは 当初、 「 国際交流拠 点」「 国際性 に富ん だ新拠 点」

とい った考 え方か ら創 り出 され た ゾー ンであ る。 しか しなが ら、 その ゾー

ンの コ ンセプ トを施 設整 備 の みではな く、 む しろ開発 区域全体 の コ ンセ プ
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卜と して扱 う方法 もある。官民が一体とな り人、物、文化、情報の交流の。

ため、施設のみな らず外部空間や水域を含め、総合的にこのコンセプ トを

反映させることを提案す る。

以上のよ うな考え方を受 け、「 国際交流・交易セ ンター iに 代わ り、 よ り

集客力の高い施設の 1案 と して「 ドーム施設 |が 考え られ る。 しか しなが

ら、「 ドーム案」はあ くまで代替案の 1案 であ り、決 して
'ド

ーム案 iを

推進す るとい ったことではない。今後 さらに運営の件を含め総合的かつ 歩t

体的な検討を行い、場合によっては開発 コンセプ トや施 設格術計画に _立 ち

戻 り再検討すべ きである。

11)現 況測量 について

「序章  Ⅲ-3そ の他土地面積について Jで 記述 したよ うに開発区域の企

休面積 と国有地面積については不明な点があ り、 これ らの数値につ いては

早 い時期に明 らかにす る必要がある。 さらに固有地面積については、述路

状の土地が存在す る可能性があ り、国有地全体の土地利用についての 脇議

が必要なことか らも、現況調査及び測量 を実施す ることが必要である。
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